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 2012年（平成 24年）12月に中央自動車道の笹子トンネルにおいて、トンネル換気のため

に設置されている天井板及び隔壁板等が約 140mにわたり落下し、同区間を走行中の車両が

天井板の下敷きになり 9名の命が奪われた。この原因として、構造部材の老朽化ならびに点

検の不備などが指摘された。これを受けて、2013 年（平成 25 年）、日本政府は同年を「イ

ンフラメンテナンス元年」と位置づけて、インフラ長寿命化基本計画を策定した。具体的に

はメンテナンスサイクルを構築し、インフラの寿命を延ばす新技術の導入の推進等である。

翌 2014年（平成 26年）には道路法が改正され、トンネルや橋に対して必要な知識および技

能を有する者が 5年に一度近接目視により定期的に点検するよう義務づけた。 

 日本には現在、約 72万の道路橋（橋長 2ｍ以上）があり、埼玉県では約 19,000橋が供用

されている。これらの多くは 1940年代～1970年代に建設され、特に高度経済成長期（1955
～1973）の 20年間にその約 4割が集中的に建設されている。これらの橋梁の多くは、建設

後 50年以上経過しており、経年劣化などによる老朽化が大きな問題となっている。このこ

とから、県・市・町・村は橋梁長寿命化修繕計画を策定している。また、国交省（大宮国道

事務所）主導の下に埼玉県道路メンテナンス会議が設立され、埼玉県内の道路施設を効率的

に管理する取り組みが行われている。しかしながら、県内において橋を点検、診断できる技

術者が少ないこと、また、効率よく精度高い点検技術の開発が必要であることなどが叫ばれ

ている。 

 以上を背景として、2018 年に埼玉橋梁メンテナンス研究会が設立された。メンバーの構

成は、埼玉大学、ものつくり大学、国交省大宮国道事務所（オブザーバー）、埼玉県、さい

たま市、埼玉県建設コンサルタント技術研修協会で、本部は埼玉大学研究機構レジリエント

社会研究センターに設置されている。本研究会の目的は、埼玉県内の基幹インフラ施設であ

る道路橋の維持管理、補修・補強に関する情報を広く収集するとともに、その維持管理施策

や技術に対して検討・研究を行うことにより、県内橋梁の維持管理の効率化に貢献していく

ことである。 

 本報告書は、埼玉橋梁メンテナンス研究会の過去 3 年間に渡る活動をとりまとめたもの

である。本活動成果が埼玉県の橋梁の維持管理、長寿命化に貢献することを願う次第である。 
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１．埼玉橋梁メンテナンス研究会の概要 

１．発 足 

（１）発足会議 

初回研究会 平成 30 年(2018)3 月 27 日  さいたま共済会館 503 号室 

出席者：埼玉大学教授 睦好 宏史 

埼玉県総合技術センター技術指導幹 鳴海 太郎 

道路政策課 政策担当主査   村山 浩之 

道路街路課 橋梁担当主査   石川 潤 

道路環境課 防災担当主査   永田 亘 

（一社）埼玉県建設コンサルタント技術研修協会会長 安田 陽一 
委員 前橋 剛 

委員 八幡  敏正 

（２）目的 
橋梁メンテナンス研究会は埼玉県内の基幹インフラ施設である道路橋の維持管

理・補修の現状及び今後について広く意見を収集するとともに、その保全施策や保全

技術に対して検討・研究を行うことにより、県内橋梁の維持管理の効率化に貢献して

いくことを目的としている。 
 

（３）活動方針 
1)埼玉大学レジリエント社会研究センターの活動の一環として、学・官・産の研究活動

とする。当面は標記の３機関で行っていく。 
2)大宮国道事務所から大学や県へ打診があった連携提案については、実施方向の詳細

が未定であるため、今後の大宮国道事務所の状況に応じて対応していく 
3)その他の民間参加については、今後の活動状況により対応する。 
4)事務局は埼玉県建設コンサルタント技術研修協会が行うものとする。 

 
 
２．平成 30 年度事業計画 

平成 30 年(2018) 7 月 26 日研究会 
（１）組織・構成   

本研究会は、埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センターに設置し、大学教員、

道路管理者、橋梁等設計・施工に携わる技術者などの参画を得て、幅広く意見を収集

し、各種検討・研究を行う。 
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  構成員は以下を予定し、今後の検討の中で必要により参画者の増員を検討する。 
  ■埼玉大学研究機構 レジリエント社会研究センター 埼玉橋梁メンテナンス研究会 
  ■埼玉県 県土整備部 

■一社) 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会(さいたま橋梁メンテナンス検討会） 
  ■今後考えられる構成員 

 建設コンサルタンツ関連協会、建設業協会、橋梁保全関連メーカー 等 

 
＜平成３０年度 埼玉橋梁メンテナンス研究会 構成員＞ 

所  属 氏   名 

埼玉大学研究機構 
 レジリエント社会研究センター 

睦好 宏史 教授（センター長） 
奥井 義昭 教授 
松本 泰尚 教授 
牧  剛史 教授 

埼玉県県土整備部 村山 浩之 県土整備政策課政策担当主査 
石川 潤 道路街路課橋梁担当主査 
永田 亘 道路環境課防災担当主査 

一社) 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 
(さいたま橋梁メンテナンス検討会） 

安田 陽一 会長 
前橋 剛 委員 
田中 登 委員 
伊藤 大輔 委員 
八幡 敏正 委員 
佐藤 裕之 委員 
徳田 滋 委員 
鈴木 英明 委員 

 
 

埼玉橋梁メンテナンス研究会 

埼玉大学研究機構レジリ
エント社会研究センター 

埼玉県 
県土整備部 

関連民間組織等 
一社）埼玉県建設コンサル

タント技術研修協会、及び

関連建設業及びメーカー 

連携 

埼玉県道路 

メンテナンス会議 
（県内道路管理者） 

 

大宮国道事務所 

北首都国道事務所 

東日本高速道路（株） 

首都高速道路（株） 

埼玉県 

埼玉県道路公社 

さいたま市 

県内市町村 
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３．ワーキンググループの発足 
第 4 回研究会 平成 30 年(2018) 9 月 11 日 

（１）ワーキングⅠ 技術者養成 
1)目的：県内の橋梁技術者を育成 
2)対象：自治体橋梁点検・補修担当者及び県内の橋梁補修技術者 
3)メンバー：睦好教授、埼玉県（村山主査）、埼コン協（伊藤、八幡、佐藤） 
 

（２）ワーキングⅡ 補修・更新の考え方 
1)目的：補修・更新の基本的な考え方資料（留意事項）の作成 
2)対象：県内補修対象橋梁 
3)メンバー：奥井教授、埼玉県（石川主査・村山主査）、埼コン協（大堀,徳田,五十君） 
 

（３）ワーキングⅢ 点検手法と成果 
1)目的：新点検手法や成果様式を検討し、点検業務の信頼性や効率化の向上を図る 
2)対象：県内点検対象橋梁 
3)メンバー：松本教授、埼玉県（永田主査）、埼コン協（田中、前橋、鈴木） 

 
４．埼玉県橋梁点検研修会を企画、講師派遣 

主催：埼玉県 

日時：平成 30 年(2018) 9 月 5 日（水） 

場所：埼玉教育会館 

 

５．さいたま市加入 
 第 5 回研究会 平成 30 年(2018) 11 月 13 日 
さいたま市建設部道路建設課横地一久課長補佐、畑崇憲主任が本研究会に加入 

６．橋梁メンテナンス技術研修会【第 1 回】開催 
日時：平成 30 年(2018) 11 月 29 日（木）13:00～17:00 
場所：全電通あけぼのビル 501 号室 
 

７．平成 30 年度 埼玉県道路メンテナンス会議 技術講習会(橋梁･補修補強工事) 
主催：埼玉県道路メンテナンス会議   7 名参加 

平成 31 年（2019）1 月 29 日 13:00～16:00 
場所：さいたま市桜区役所 会議室（座学） 

国道 463 号 羽根倉橋・上り線（現場視察研修） 
（埼玉県さいたま市桜区下大久保地先～埼玉県志木市宗岡地先間） 
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８．平成 31年度事業計画 
平成 31年(2019)2月 27日策定 

（１）活動方針 
道路橋の点検は、法定点検化から 1巡目となる 5年が経過し、点検結果に基づく

補修工事も順次実施され、橋梁のメンテナンスもセカンドステップに入ろうとして

いる。 
引き続き今後もさらに効果的なメンテナンスに向けた点検手法や評価判断方法、

維持補修技術の開発、橋梁技術者の育成が必要とされている。 
本研究会は、産学官の連携として 2018年度に発足し、初年度は技術者育成の講

習会開催や補修・更新の考え方や点検成果の編集手法について検討を進めるととも

に埼玉県道路メンテナンス会議と連携した活動を行ってきたところである。 
第 2年度である 2019年度はこれらをさらに深化・発展させるとともに更なる研
究課題の提示と研究を行い、今後の埼玉県内橋梁のメンテナンス技術に資する活動

を実施する。 

（２）組織・構成   
  本研究会は、埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センターに設置し、大学教員、

道路管理者、橋梁等設計・施工に携わる技術者などの参画を得て、幅広く意見を収集

し、各種検討・研究を行う。 
 
 
 
 
 
 

  構成員は初年度と同様とし、今後の検討の中で必要により参画者の増員や連携を検
討する。 

  ■埼玉大学研究機構 レジリエント社会研究センター 埼玉橋梁メンテナンス研究会 
  ■埼玉県 県土整備部、さいたま市土木部 
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■一社) 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会(さいたま橋梁メンテナンス検討会） 

  ■参画者の増員や連携が考えられる団体 
 建設コンサルタンツ関連協会、建設業協会、コンクリート工学会埼玉支部、橋梁保
全関連メーカー 等 

 
 
 
 

埼玉橋梁メンテナンス研究会 

埼玉大学研究機構レジリ
エント社会研究センター 

埼玉県県土整備部 
さいたま市土木部 
大宮国道事務所 
（オブザーバー） 

関連民間組織等 
一社）埼玉県建設コンサル

タント技術研修協会、及び

関連建設業及びメーカー 

連携 

埼玉県道路 

メンテナンス会議 
（県内道路管理者） 

 

大宮国道事務所 

北首都国道事務所 

東日本高速道路（株） 

首都高速道路（株） 

埼玉県 

埼玉県道路公社 

さいたま市 

県内市町村 
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＜平成３１年度 埼玉橋梁メンテナンス研究会 構成員＞ 

所  属 氏   名 

埼玉大学研究機構 
 レジリエント社会研究センター 

（代表）睦好 宏史 客員教授 
奥井 義昭 教授 
松本 泰尚 教授 
牧   剛史 教授 

埼玉大学大学院理工学研究科 浅本 晋吾 准教授 
埼玉県県土整備部 村山 浩之 県土整備政策課政策担当主査（'19.3.現在） 

石川 潤 道路街路課橋梁担当主査（'19.3.現在） 
永田 亘 道路環境課防災担当主査（'19.3.現在） 

さいたま市土木部 横地一久 道路環境課補佐（'19.3.現在） 
畑 嵩憲 道路橋りょう係主任（'19.3.現在） 

大宮国道事務所 
（オブザーバー） 

大儀 健一 所長（'19.3.現在） 
俣縞 信一 総括保全対策官（'19.3.現在） 
中山 雄一 保全対策官（'19.3.現在） 

一社) 埼玉県建設コンサルタント
技術研修協会(さいたま橋梁メン
テナンス検討会） 

安田 陽一 会長 前橋 剛 委員 
田中 登 委員 伊藤 大輔 委員 
八幡 敏正 委員 佐藤 裕之 委員 
徳田 滋 委員 鈴木 英明 委員 
五十君 忠明委員 大堀 郁夫 委員 

顧問 岩﨑 康夫 埼玉大学客員教授 
 
９．橋梁メンテナンス技術研修会【第 2 回】開催 

日時：令和元年(2019) 6 月 11 日（火） 

場所：埼玉県庁第三庁舎４Ｆ講堂 

１０．ふくしま ME 制度について講習 
日本大学工学部岩城一郎教授の講演 
令和元年(2019) 6 月 5 日、於埼玉大学、睦好代表他 7 名出席 

１１．ふくしま ME 制度について調査 
  令和元年（2019）6 月 13 日、福島県建設業協会鈴木武男専務理事、斎藤祐一参事、福

島県土木部中村一彦主幹、当研究会から安田、小山参加 

１２．ものつくり大学加入 

令和元年度第 2 回研究会 令和元年(2019) 8 月 1 日 
ものつくり大学 大垣賀津雄教授、澤本武博教授 及び、 
さいたま市道路環境課 高原 亮技師が本研究会に加入 

 
１３．NEXCO 五明橋実習所、高崎テクニカル・トレーニングセンター見学 

令和元年(2019)11 月 22 日、参加者：大宮国道事務所田中倫英所長、中山雄一保全対策

官、埼玉県度整備事務所村山浩之主査、（一社）埼玉県建設コンサルタント技術研修協

会安田陽一会長、佐藤裕之理事、小山一裕理事、八幡敏正委員 
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埼玉県 

道路メンテナンス 

会議 
 

地域支援チーム 

運営委員会 

・大宮国道事務所 

・埼玉県 

・さいたま市 

１４．橋梁メンテナンス技術研修会【第 3 回】開催 
日時：令和元年(2019)11 月 21 日（火） 
場所：さいたま共済会館 602 会議室 

 

 
１５．令和元年度 埼玉県道路メンテナンス会議・地域支援チームに参加 

橋梁の遠隔診断支援＋新技術活用ＷＧへ参加 
主催：埼玉県道路メンテナンス会議 
日時：令和 2 年（2020）2 月 6 日 13:00～15:20  
場所：会場：大宮国道事務所 

１６．令和 2年度事業計画を決定（2020 年 2 月 6 日研究会会議） 

（１）組織・構成   
 本研究会は、埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センターに設置し、大学教員、

道路管理者、橋梁等設計・施工に携わる技術者などの参画を得て、幅広く意見を収集

し、橋梁メンテンナンスに関わる技術者の養成、効果的な技術使用のための各種検討・

研究を行う。 
 
 
 
 
 
 
 

  
  構成員は昨年加入されたものつくり大学を含めたものとし、支援対象として県内橋梁メ

ンテナンス関係者を加えた。 
  研究会と道路メンテンナンス会議は、情報共有、課題抽出、技術提案等で連携する。 
  ■埼玉大学研究機構 レジリエント社会研究センター 埼玉橋梁メンテナンス研究会 
  ■ものつくり大学 
  ■国土交通省大宮国道事務所、埼玉県県土整備部、さいたま市土木部 

■一社) 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会(さいたま橋梁メンテナンス検討会） 

 埼玉橋梁メンテナンス研究会 
埼玉大学研究機構レジリ
エント社会研究センター 

大宮国道事務所 
（オブザーバー） 

埼玉県県土整備部 
さいたま市土木部 

 

関連民間組織等 
一社）埼玉県建設コン

サルタント技術研修協

会 

情報共有 

埼玉県内・各市町村、県内メンテナンス関係者 

 支援 

支援 支援 

 

課題 

ものつくり大学 
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＜令和２年度 埼玉橋梁メンテナンス研究会 構成員＞ 

  所  属 氏   名 

埼玉大学研究機構 
 レジリエント社会研究センター 

（代表）睦好 宏史 客員教授 (W1) 
奥井 義昭 教授 (W2) 
松本 泰尚 教授 (W3) 
牧   剛史 教授 (W1,2) 

埼玉大学大学院理工学研究科 浅本 晋吾 准教授(W3) 
党   紀 准教授(W3) 

ものつくり大学 大垣 賀津雄教授 (W1,2) 
澤本 武博 教授 (W1,2) 

大宮国道事務所（オブザーバー） 田中 倫英  所長 
田村 貴   総括保全対策官 
小助川 裕樹 保全対策官 

埼玉県県土整備部 石川 潤  県土整備政策課政策担当主査 (W1) 
宇高  薫 道路街路課橋梁担当主査 (W2) 
茂木 貴司 道路環境課防災担当主査 (W3) 

さいたま市土木部道路環境課 横地一久 道路環境課補佐 
杉本 寛樹 道路橋りょう係主査 

一社) 埼玉県建設コンサルタント 
技術研修協会 

(さいたま橋梁メンテナンス検討会） 

安田 陽一 会長 (W1) 伊藤 大輔 委員 (W1) 
前橋 剛 委員  (W3) 佐藤 裕之 委員 (W1) 
八幡 敏正 委員  (W1,2) 石原 正人委員  (W2) 
大堀 郁夫 委員  (W2) 鈴木 英明 委員 (W3) 
五十君 忠明委員 (W2) 小山 一裕 理事 (W1) 
成田 忠則 委員  (W3)  

顧 問 岩﨑 康夫 埼玉大学客員教授(元埼玉県副知事） 
■(W1､W2、W3)所属ワーキング 
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  構成員は昨年加入されたものつくり大学を含めたものとし、支援対象として県内橋梁メ

ンテナンス関係者を加えた。 
  研究会と道路メンテンナンス会議は、情報共有、課題抽出、技術提案等で連携する。 
  ■埼玉大学研究機構 レジリエント社会研究センター 埼玉橋梁メンテナンス研究会 
  ■ものつくり大学 
  ■国土交通省大宮国道事務所、埼玉県県土整備部、さいたま市土木部 

■一社) 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会(さいたま橋梁メンテナンス検討会） 

 埼玉橋梁メンテナンス研究会 
埼玉大学研究機構レジリ
エント社会研究センター 

大宮国道事務所 
（オブザーバー） 

埼玉県県土整備部 
さいたま市土木部 

 

関連民間組織等 
一社）埼玉県建設コン

サルタント技術研修協

会 

情報共有 

埼玉県内・各市町村、県内メンテナンス関係者 

 支援 

支援 支援 

 

課題 

ものつくり大学 
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２．ワーキングⅠ（企画・研修） 

2.1 諸言 

  

 
 

ものつくり大学 建設学科 教授 博士（工学） 
大 垣
おおがき

 賀津
か づ

雄
お

 
 

埼玉県の管理橋梁の多くは高度経済成長時代（1955～1973 年）に建設されており、この

約 20年間には全体の 4割にあたる約 1,000橋が集中的に建設されています。これらの橋梁

は、建設後 50年以上が経過しており、一部の橋梁では既に「損傷」が目立ち始めています。

県内各自治体においても、逼迫する財政の中で、これらの橋梁の維持管理は深刻な状況にあ

ると言えます。このため、今後多くの橋梁で老朽化が進むと、一斉に大規模な修繕や更新（架

換え）の時期を迎えることとなります。

一方、厳しい財政状況が続く中では、予算上の制約により集中的な更新などへの対応がで

きず、安全性の確保が困難になることが予想されます。厳しい財政状況による制約下で個々

の橋梁の老朽化の状況に応じた修繕を計画的に実施するため、「埼玉県橋梁長寿命化修繕計

画」が策定されており、極力更新をせず橋梁を長持ち(長寿命化)させ、安全性の確保と維持

管理・更新費用の抑制を図ることを検討しています。こうした考え方を実現するため、これ

までの「事後保全型」の管理手法から、橋梁の劣化の進行を予測し、大きな損傷が発生する

前に早めに手当てをする「予防保全型」の管理手法への転換を行い、将来にわたる維持管理・

更新コスト(ライフサイクルコスト)の最小化を図ることを考える必要があります。

そのような状況の中で、橋梁メンテナンス研究会では、県内各自治体の管理者や若手コン

サルタント職員を対象に、PC橋、鋼橋等の点検・診断、補修・補強技術に関する研修会を

実施してきています。このような活動を通じて、広く本研修会参加者が橋梁のメンテナンス

に関する最新情報を得て、技術力アップに繋がればと考えています。例えば，CFRP等の新

材料による橋梁の補修補強技術など、近年、適用が行われ始めた技術なども取り入れて、タ

イムリーに予防保全を行うことが重要になります。今後も活動を継続させて、メンテナンス

事業の具体的な中身について、習熟されることが肝要であるといえます。

上述のような研修会を実施してきましたが、今後、県内に実際の構造物の損傷事例を見る

ことができて、また各種非破壊検査方法や簡単な損傷部材の実験で、構造物の安全性を確認

できるような施設があれば、研修会のレベル向上に繋がる可能性があると思われます。この

ような考えのもとに、2021年度にものつくり大学は開学 20周年を迎えることを機に、橋梁

メンテナンス研修センターを設立する予定です。当面、本研究会とタイアップして各種研修
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会を行うことを中心に考えています。そのために、関係各位の方々からの協力をお願いする

とともに、研修会への積極的な参加を求めていきたいと考えています。

12
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会を行うことを中心に考えています。そのために、関係各位の方々からの協力をお願いする

とともに、研修会への積極的な参加を求めていきたいと考えています。
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2.2 ワーキングⅠ活動趣旨 

 

平成２５年６月に道路法が改正され、道路橋の点検基準が法定化された。平成２６年３月

には５年に１回の近接目視を基本とする点検省令で規定された。 

 こういった全国的な動きから、道路橋に携わる関係者の責務がますます重要になってい

る一方、行政職員の技術力の向上、点検受託業者の担い手確保の必要性など道路橋を取り巻

く現状は厳しさを増している。また、市町村の土木部門職員は全国的に平成８年度をピーク

に減少し続けており、現在でも土木を専攻していない職員が道路橋の維持管理に当たるこ

とがある。 

 こういった背景から、行政職員や点検を行う社員、将来の担い手である学生をターゲット

に、技術的基礎知識の習得や道路橋の魅力を伝える研修を行うこととした。 

 

研修活動内容 

橋りょうに関する一般知識や PC及び鋼橋に関する維持保守に関する研修を３回シリーズと

して開催し、年１回開催することで、継続参加を促すとともに、技術力の向上を期待する。 

 

● 橋梁メンテナンス技術研修会【第１回】 

・埼玉県の橋りょう保全の取組 

・改定道示とメンテナンス 

・PC橋梁の維持保守（第１回） 

・鋼橋の維持保守（第１回） 

・埼玉県の道路橋メンテナンス 

 

● 橋梁メンテナンス技術研修会【第２回】 

・「埼玉県の補修設計の手引き」の解説 

・「定期点検要領の改訂」について 

・PC橋梁の維持保守（第２回） 

・鋼橋の維持保守（第２回） 

 

● 橋梁メンテナンス技術研修会【第３回】 

・ライフサイクルコスト削減に資する橋りょうの架換え事業 

・関東地方における道路メンテナンスの最近の話題 

・PCの維持保守（第３回） 

・鋼橋の維持・補強技術の最先端 
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2.3 研修会報告 

 

橋梁メンテナンス技術者育成を目的とし、橋梁の点検、補修等の維持管理に携わる県内の

自治体職員及び民間の技術者や橋梁の維持管理に興味がある学生を対象として、段階的な

育成を目的とした３回シリーズの研修会を開催した。

 研修会の概要について、以下のとおりである。

（1）橋梁メンテナンス技術研修会【第 1回】

  内容：一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（1 回目）

主催：埼玉橋梁メンテナンス研究会

日時：平成 30 年(2018) 11 月 29 日（木）13:00～17:00

場所：全電通あけぼのビル 501 会議室

受講者数：53 名（行政 24 名、民間 16 名、会員 13 名）

（2）橋梁メンテナンス技術研修会【第 2回】

内容：一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（2 回目）

主催：埼玉橋梁メンテナンス研究会

日時：令和元年(2019) 6 月 11 日（火）13:15～16:50

場所：埼玉県庁第三庁舎４Ｆ講堂

  受講者数：85 名（行政 45 名、民間 22 名、会員 18 名）

  研修会 2 回連続出席者：17 名（行政 6 名、民間 2 名、会員 9 名）

（3）橋梁メンテナンス技術研修会【第 3回】

  内容：一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（3 回目）

主催：埼玉橋梁メンテナンス研究会

日時：令和元年(2019) 11 月 21 日（火）13：15～16：35

場所：さいたま共済会館 602 会議室

受講者数：49 名（行政 14 名、民間 16 名、会員 49 名）

  研修会 3 回連続出席者：7 名（行政 2 名、民間 3 名、会員 2 名）
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自治体職員及び民間の技術者や橋梁の維持管理に興味がある学生を対象として、段階的な

育成を目的とした３回シリーズの研修会を開催した。

 研修会の概要について、以下のとおりである。

（1）橋梁メンテナンス技術研修会【第 1回】

  内容：一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（1 回目）

主催：埼玉橋梁メンテナンス研究会

日時：平成 30 年(2018) 11 月 29 日（木）13:00～17:00

場所：全電通あけぼのビル 501 会議室

受講者数：53 名（行政 24 名、民間 16 名、会員 13 名）

（2）橋梁メンテナンス技術研修会【第 2回】

内容：一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（2 回目）

主催：埼玉橋梁メンテナンス研究会

日時：令和元年(2019) 6 月 11 日（火）13:15～16:50

場所：埼玉県庁第三庁舎４Ｆ講堂

  受講者数：85 名（行政 45 名、民間 22 名、会員 18 名）

  研修会 2 回連続出席者：17 名（行政 6 名、民間 2 名、会員 9 名）

（3）橋梁メンテナンス技術研修会【第 3回】

  内容：一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（3 回目）

主催：埼玉橋梁メンテナンス研究会

日時：令和元年(2019) 11 月 21 日（火）13：15～16：35

場所：さいたま共済会館 602 会議室

受講者数：49 名（行政 14 名、民間 16 名、会員 49 名）

  研修会 3 回連続出席者：7 名（行政 2 名、民間 3 名、会員 2 名）
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橋橋梁梁メメンンテテナナンンスス技技術術研研修修会会【【第第１１回回】】ププロロググララムム  

 

 主  催 埼玉橋梁メンテナンス研究会 

共  催 埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター 

       埼玉県県土整備部 

一般社団法人 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 

 日  時 ２０１８年１１月２９日（木）１３:００～１７:００ 

 場  所 （一財）全電通埼玉会館 あけぼのビル ５０１会議室  

 

【プログラム】 

 

  

【シリーズ研修会】 

 

  

時  間 科  目 講  師 

13：10～13：20（10 分） 開会挨拶 
埼玉橋梁メンテナンス研究会 

代表 睦好 宏史 埼玉大学教授 

13：20～13：40（20 分） 埼玉県の橋りょう保全の取組 
埼玉県県土整備部  

県土整備政策課 副課長 水谷 信哉 

13：40～14：10（30 分） 改定道示とメンテナンス 
埼玉橋梁メンテナンス研究会 

奥井 義昭 埼玉大学教授 

14：10～15：10（60 分） ＰＣ橋梁の維持保守 
一般社団法人プレストレスト 

･コンクリート建設業協会 藤原 保久様 

15：10～15：20 休憩  

15：20～16：20（60 分） 鋼橋の維持保守 
一般社団法人日本橋梁建設協会 

保全委員会 保全第一部会 塚狭 研治様 

16：20～16：50（30 分） 埼玉県の道路橋メンテナンス 
国土交通省関東地方整備局 

大宮国道事務所 所長 大儀 健一 

16：50～16：55 閉会挨拶  

開催 No. 
内容 

 
日程 

第 1 回（今回） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（1 回目） 2018 年 11 月 29 日 

第 2 回 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（2 回目） 2019 年 6月 11 日 

第 3 回 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（3 回目） 2019 年 11 月 21 日 
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研修会状況
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橋橋梁梁メメンンテテナナンンスス技技術術研研修修会会【【第第２２回回】】ププロロググララムム  

 

 主  催 埼玉橋梁メンテナンス研究会 

共  催 埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター 

       埼玉県県土整備部 

一般社団法人 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 

 日  時 ２０１９年６月１１日（火）１３：１５～１６:５０ 

 場  所 埼玉県庁第三庁舎４Ｆ講堂  

 

【プログラム】 

 

 

【シリーズ研修会】 

 

  

時  間 講 演 題 目 講  師 

13：15～13：20（5 分） 開会挨拶 埼玉橋梁メンテナンス研究会代表 睦好宏史 

13：20～13：25（5 分） 主催者代表挨拶 埼玉県県土整備部県土整備政策課 鳴海 太郎 

13：25～13：45（20 分） ｢橋りょう補修の手引き」の解説 埼玉県県土整備部道路環境課 茂木 貴司 

13：45～14：25（40 分） ｢定期点検要領の改訂」について 関東地方整備局 道路構造保全官 阿部様 

14：25～15：35（60 分） ＰＣ橋梁の維持保守 

一般社団法人プレストレスト 

･コンクリート建設業協会 

保全補修部会 高橋 寿介様 

15：35～15：45（10 分） 休憩  

15：45～16：45（60 分） 鋼橋の維持保守 
一般社団法人日本橋梁建設協会 

保全委員会 保全第一部会 塚狭 研治様 

16：45～16：50（5 分） 閉会挨拶  

開催 No. 内容 日程 

第 1 回（終了） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（1 回目） 2018 年 11 月 29 日 

第 2 回（今回） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（2 回目） 2019 年 6月 11 日 

第 3 回 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（3 回目） 2019 年 11 月 21 日 
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橋橋梁梁メメンンテテナナンンスス技技術術研研修修会会【【第第３３回回】】ププロロググララムム  

 

 主  催 埼玉橋梁メンテナンス研究会 

共  催 埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター 

       埼玉県県土整備部 

一般社団法人 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 

 日  時 ２０１９年１１月２１日（木）１３:１５～１６:３５ 

 場  所 さいたま共済会館 ６０２会議室  

 

 

【プログラム】    

  

  

【シリーズ研修会】 

 

時  間 講 演 題 目 講  師 

13：15～13：20 開会挨拶 埼玉橋梁メンテナンス研究会代表 睦好宏史 

13：20～13：25 主催者代表挨拶 
埼玉県県土整備部  

副部長 北田 健夫 

13：25～13：45（20 分） 
ライフサイクルコスト削減に資する 

橋りょうの架換え事業 

埼玉県県土整備部道路街路課 

橋りょう担当 宇高 薫   

13：45～14：15（30 分） 
関東地方における 

道路メンテナンスの最近の話題 

関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター 

総括構造物維持管理官 市川 明広 

14：15～15：20（65 分） ＰＣ橋梁の維持保守 

一般社団法人プレストレスト 

･コンクリート建設業協会 

保全補修部会 小野塚 豊昭 様 

15：20～15：30（10 分） 休憩  

15：30～16：35（65 分） 鋼橋の補修・補強技術の最先端 
ものつくり大学 技能工芸学部建設学科 

教授 大垣 賀津雄  

16：35 閉会挨拶  

開催 No. 内容（予定） 日程 

第 1 回（終了） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（1 回目） 2018 年 11 月 29 日 

第 2 回（終了） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（2 回目） 2019 年 6月 11 日 

第 3 回（今回） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（3 回目） 2019 年 11 月 21 日 
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橋橋梁梁メメンンテテナナンンスス技技術術研研修修会会【【第第３３回回】】ププロロググララムム  

 

 主  催 埼玉橋梁メンテナンス研究会 

共  催 埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター 

       埼玉県県土整備部 

一般社団法人 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 

 日  時 ２０１９年１１月２１日（木）１３:１５～１６:３５ 

 場  所 さいたま共済会館 ６０２会議室  

 

 

【プログラム】    

  

  

【シリーズ研修会】 

 

時  間 講 演 題 目 講  師 

13：15～13：20 開会挨拶 埼玉橋梁メンテナンス研究会代表 睦好宏史 

13：20～13：25 主催者代表挨拶 
埼玉県県土整備部  

副部長 北田 健夫 

13：25～13：45（20 分） 
ライフサイクルコスト削減に資する 

橋りょうの架換え事業 

埼玉県県土整備部道路街路課 

橋りょう担当 宇高 薫   

13：45～14：15（30 分） 
関東地方における 

道路メンテナンスの最近の話題 

関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター 

総括構造物維持管理官 市川 明広 

14：15～15：20（65 分） ＰＣ橋梁の維持保守 

一般社団法人プレストレスト 

･コンクリート建設業協会 

保全補修部会 小野塚 豊昭 様 

15：20～15：30（10 分） 休憩  

15：30～16：35（65 分） 鋼橋の補修・補強技術の最先端 
ものつくり大学 技能工芸学部建設学科 

教授 大垣 賀津雄  

16：35 閉会挨拶  

開催 No. 内容（予定） 日程 

第 1 回（終了） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（1 回目） 2018 年 11 月 29 日 

第 2 回（終了） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（2 回目） 2019 年 6月 11 日 

第 3 回（今回） 一般知識及びＰＣ橋梁・鋼橋の維持保守（3 回目） 2019 年 11 月 21 日 
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研修会状況
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３．ワーキング II（橋梁更新の着眼点） 

3.1 緒言 

  

 

埼玉大学大学院理工学研究科 教授 博士（工学） 

 奥井
おくい

 義
よし

昭
あき

 

 

ワーキング IIでは橋梁の維持管理の検討フローと補修・更新の着眼点リストをまとめまし
た。ワーキンググループ内での議論にもとづき、橋梁管理における検討プロセスの流れと着

目点をコンパクトにまとめたものです。道路管理者やコンサルタンツの方の業務において、

ご参考いただければ幸いです。また、ワーキンググループメンバーの方には本資料を作成す

るにあたり真摯な議論をしていただき、ありがとうございました。この場を借りて御礼申し

上げます。 

この報告書の中で、「廃止や集約化」について選択肢の 1つとして言及できたことは個人的

には良かったと思っています。河川改修の保障措置としての橋梁や旧道の橋梁など、近くに

別の橋梁があるにも関わらず維持管理を継続して行っている橋梁が、埼玉県の中にも少な

からず存在すると思います。そのような場合、「廃止や集約化」は維持管理のコスト縮減に

非常に有効です。さらに、古い既設橋梁には現行の設計基準を満足出来ていない既存不適格

の場合も多く、そのような橋梁を使い続ける潜在的なリスクも低減できます。 

また、「廃止や集約化」までいかなくも、橋の等級のダウングレードや交通制限、道路橋か

ら歩道橋への変更など維持管理のコストを縮減できる方策はあると思います。実際には、こ

れらの措置は近隣住民や利用者の方の理解を得るのが難しいのも事実ですが、維持管理に

使用出来る予算とコストを開示し丁寧な説明を行うことで、理解は得られるものと信じて

います。 

最後に、本ワーキングの活動とは直接結びついていませんが、橋梁管理者の方々にお願い

したいことがあります。それは管理橋梁の図面の入手と保管です。図面があれば調査や耐荷

力評価、補修・補強設計などが格段にしやすくなりますし、再現設計などの無駄なコストも

発生しません。 

以前アメリカに跳開橋の調査に行ったことがありますが、既設橋の図面は公文書扱いで、

橋梁管理者が必ず保管しています。100年前に建設された橋梁でも図面をくださいと管理者

に依頼すれば、次の日には十数橋の橋梁の竣工図やその後の補修履歴の図面も含めて提供

していただきました。 

昨今、橋梁業界も統合化や再構築が頻繁に行われていて、消えていく設計、施工会社は少
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なくありません。このような状況で図面の保管を民間会社任せにしておくことは、非常に危

うい状態だと危惧しています。そのため、道路管理者の皆様には管理橋梁の図面の入手と保

管を是非行っていただければと思います。結局、こういった地道な活動が橋梁維持管理にと

って大切な第 1歩ではないかと思っています。 
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3.2 ワーキングⅡ 活動趣旨 

 

 現在、建設後 50年を経過する老朽化した橋が増加していく傾向にあり、厳しい財政状況下

において従前通りの橋の安全性を確保していくためには、計画的かつ予防保全的な対応が求

められている。各自治体では、管理橋梁を数多く有しており、その健全度は様々である。そ

のため、各々の劣化度に応じた対策を講じる必要があるが、特に、著しく健全度が低下した

橋においては、一時期に集中して莫大な修繕費を要することが推測される。 

 そこでワーキングⅡでは、自治体職員が各々の管理橋梁の長寿命化計画の立案または改訂

にあたり、具体的な修繕方法を検討する際の参考資料として、「既存橋梁の補修・更新の着眼

点について（案）」をとりまとめた。同資料では、自治体職員が自ら橋梁の更新（架換え）を

含めた選択を行うことにより、橋の建設から維持管理までのトータルコストを削減できる可

能性のあることへの「気付き」を促していることに特徴を有する。 

 

 

検討概要 

⚫ 既存橋梁の補修・更新の着眼点の整理 

 著しく損傷した橋への対処方法の一つに更新（架換え）を挙げ、更新（架換え）する際

の着眼点を「補修・更新の着眼点リスト」に整理した。また、橋の撤去や集約が難しい

場合、高額の維持費を要する橋構造から他の構造への転換にも言及している。 

 

⚫ 自治体職員の課題の把握 

 講習会参加者に対してアンケートを行い、特に市町村の職員が抱える課題について、現

状を把握した。 
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既既存存橋橋梁梁のの補補修修・・更更新新のの着着眼眼点点ににつついいてて((案案))  
 

 

 

 

参参考考資資料料  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令令和和 33年年 33月月  

 

 

 

 

 

埼埼玉玉橋橋梁梁メメンンテテナナンンスス研研究究会会  
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該

当
す

る
項

目
が

多
い

ほ
ど

、
架

換
え

(更
新

)と
し

た
方

が
良

い
と

思
わ

れ
る

も
の

で
す

。
着

目
点

項
目

ポ
イ

ン
ト

構
造

性
機

能
性

経
済

性

□
1

対
象

橋
梁

は
廃

止
に

で
き

な
い

か
橋

の
下

を
利

用
し

て
い

な
い

な
ど

、
橋

で
あ

る
必

要
が

な
い

と
こ

ろ
か

ど
う
か

バ
イ

パ
ス

計
画

の
場

合
、
用

水
路

等
を

集
約

化
し

て
橋

に
し

な
い

選
択

も
必

要
○

○
○

□
2

対
象

橋
梁

は
集

約
化

で
き

な
い

か
多

少
迂

回
す

る
こ

と
に

な
っ

て
も

、
他

の
橋

（管
理

者
が

異
な

る
橋

で
も

）へ
交

通
転

換
を

考
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

か
○

○
○

□
3

道
路

改
築

計
画

の
一

部
で

あ
る

か
歩

道
が

無
い

橋
に

歩
道

を
付

け
る

場
合

、
側

道
橋

を
設

置
す

る
こ

と
が

多
い

が
、
架

け
替

え
も

考
慮

で
き

る
。

―
○

○

□
4

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
トと

の
比

較
更

新
費

と
今

後
の

修
繕

費
や

予
算

状
況

を
比

較
、
検

討
し

た
上

で
、
安

価
な

方
を

採
用

―
―

○

□
5

現
行

基
準

類
と

の
不

整
合

道
路

幅
員

、
勾

配
等

の
設

計
内

容
に

つ
い

て
、

道
路

構
造

令
や

河
川

の
計

画
等

に
照

ら
し

、
必

要
な

基
準

値
を

満
足

し
て

お
ら

ず
、
「既

存
不

適
格

」と
な

っ
て

い
な

い
か

。
―

○
―

□
6

第
三

者
被

害
を

及
ぼ

す
箇

所
が

あ
る

か
跨

道
橋

、
跨

線
橋

や
桁

下
空

間
を

駐
車

場
な

ど
利

用
し

て
い

る
か

。
点

検
や

修
繕

に
費

用
が

多
く
か

か
る

場
合

な
ど

―
○

―

□
7

現
在

の
基

準
に

適
合

さ
せ

る
た

め
や

重
量

の
あ

る
車

両
が

通
行

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
設

計
荷

重
を

増
加

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

か
耐

荷
性

能
の

向
上

が
修

繕
で

対
応

可
能

か
。

○
○

―

□
8

耐
震

性
能

の
向

上
に

つ
い

て
耐

震
補

強
を

行
う
と

河
積

阻
害

（川
の

断
面

積
が

減
少

し
、
洪

水
リ
ス

ク
が

高
ま

る
）を

起
こ

す
可

能
性

が
あ

る
、

と
い

っ
た

こ
と

に
着

目
す

る
○

○
―

□
9

供
用

開
始

後
5
0
年

以
上

経
過

し
て

い
る

か
目

安
と

し
て

供
用

開
始

か
ら

５
０
年

以
上

が
経

過
し

て
い

る
場

合
、
補

修
の

増
加

や
損

傷
進

行
が

加
速

す
る

と
考

え
ら

れ
て

い
ま

す
。

○
―

―

□
1
0

損
傷

度
合

は
ど

の
く
ら

い
か

一
般

的
に

は
点

検
結

果
Ⅲ

判
定

以
上

で
架

換
え

の
検

討
を

行
う

○
―

―

□
1
1

耐
震

補
強

を
計

画
し

て
も

所
定

の
強

度
が

発
現

で
き

な
い

場
合

耐
震

補
強

に
適

さ
な

い
構

造
の

場
合

、
所

定
の

耐
震

性
能

を
確

保
で

き
な

い
場

合
も

あ
る

○
―

―

□
1
2

塩
害

・ア
ル

カ
リ
シ

リ
カ

反
応

に
よ

る
部

材
の

腐
食

　
(材

料
要

因
に

よ
る

劣
化

)
埼

玉
県

で
は

飛
来

塩
分

が
少

な
い

が
、
凍

結
防

止
剤

な
ど

で
塩

害
に

よ
る

腐
食

は
発

生
す

る
○

―
―

□
1
3

鋼
部

材
が

腐
食

が
進

行
し

て
い

る
場

合
断

面
補

修
等

で
は

対
応

し
き

れ
な

い
箇

所
が

多
く
あ

る
場

合
○

―
―

□
1
4

P
C
部

材
の

緊
張

力
不

足
Ｐ
Ｃ

鋼
材

に
沿

っ
た

ク
ラ

ッ
ク

や
主

桁
端

部
側

面
の

ク
ラ

ッ
ク

が
あ
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補修・更新の着眼点リスト解説 

 

１．対象橋梁を廃止できないか 

維持管理費の節減を目的として、管理する橋の数を減らす。また、橋の形式である必要

があるのか、構造を変えることも考えてみる。 

橋そのものをなくすことや、単純な構造であるボックスカルバート（ただし、土被り１

ｍ以上が必要）とすることで、管理する橋梁数を減らす。例えば、①建設当時、立体的な

交差としていたが、橋の下の利用がなくなった場合、積極的に平面形状にすることや、②

用水路・排水路などを跨いでいる場合、用水量、排水量、経路を考慮し、ボックスカルバ

ート構造とするなど、橋の構造形式（桁橋、トラス桁橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、

吊り橋）としないこと、などが考えられる。 

どのような場合も、関係機関との協議、地元住民の理解が必要であり、安易に廃止はで

きない。ただ、橋梁数を減らすことができれば、その後の維持管理が不要になるメリット

もあるので、考えられる項目の一つとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況は老朽化した桁橋 

河川または水路の排水量等を考慮し、必要暗渠
断面を検討 

ボックスカルバートにて改築 

 
（注）写真は土被り１ｍを確保し

ていないため、依然として「橋
（溝橋）」であるが、支承部等
の部材数を減らすことで維持
管理費を抑制できるメリット
がある。 

（出典）「山形県県土整備部：山形県橋梁補修ガイドライン，p.27，令和２年４月．」に追記 
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２．対象橋梁を集約化できないか 

『１．対象橋梁を廃止できないか』に似ているが、対象としている橋梁を廃止し、橋と

しての機能を他の橋に転換するとの発想である。 

例えば、①一定区間に連続して立地する複数の橋梁等で、用水路の統廃合により橋梁を

集約する（交差物件側を整備する考え方）、②近接箇所に交通転換できる橋梁がある場合に

そちらに通過交通を割り振る（橋の機能を転換する考え方）、などが考えられる。 

『１』と同様に、どのような場合も関係機関との協議、地元住民の理解が必要であり、

安易に集約化はできないが、橋梁数を減らすことができれば、その後の維持管理が不要に

なるメリットもあるので、考えられる項目の一つとした。 

 

 

 

（出典）国土交通省北陸地方整備局ホームページ 

http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/common/old/road2014/road10/181213_siryou5-2_syuuyakutekkyo.pdf 
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３．道路改築計画の一部となっているか 

歩道を拡幅、新設する道路改築計画がある場合を想定している。歩道を拡幅する事業に

おいて、橋梁部分は側道橋を架設する場合がある。本橋の架設年次や損傷状態を考慮し、

側道橋の架設ではなく、歩道付の橋へ架け替えることも視野に入れて計画する。 

 

道路改築事業に併せて橋を架け替えた事例 

尾俣橋（深谷市大字高畑字中井地内） 

架替え前 

架替え後 
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４．ライフサイクルコスト(LCC)による比較 

修繕費用と架け替え費用との比較を行い、架け替え費用が安価である場合には、架け替

えを選択した方が良い可能性がある。 

橋梁の長寿命化のため、５年以内に１回の頻度で定期的に点検を実施し、計画的な架替

えや予防的な修繕を実施することとなる。国管理橋梁においては、損傷が深刻化してから

大規模な修繕を行う「事後保全」から、損傷が軽微なうちに修繕を行う「予防保全」に転

換し、更新（架替え）の抑制等によるライフサイクルコスト（LCC）を縮減、道路ストック

を長寿命化する取組みを推進している（下図参照）。ただ、地方自治体の場合、予算の状況

等により予防保全的な対策を長期にわたって講じることができないことも考えられる。そ

の結果、損傷が極めて著しい場合には、更新（架替え）した方が修繕を続けていくより経

済的となることもあり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防保全の実施の有無による累計維持修繕費の比較 

（出典）国道（国管理）の維持管理等に関する検討会 とりまとめ参考資料，p.28，2013 年 4 月． 
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５．現行基準類との不整合 

道路幅員や勾配など、現在の道路構造令などの基準に合致しない構造である場合、補修、

修繕によって機能回復を考えるのとは別に、現行の基準に合致した構造とすることも選択

肢の一つとして考えてもよい。 

河川改修に伴い河道の拡幅によって架け替えを行う場合も、現行基準に従う必要がある。 

道路構造令に 

合致しない構造 

現行の基準に従う

構造に変更 
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６．第三者被害を及ぼす箇所があるか 

跨道橋、跨線橋、桁下空間を利用している箇所（例えば駐車場や駐輪場、公園など）に

ついては、修繕を行うことに時期や施工制限などの制限がかかる。 

制限がある中で修繕を行う頻度や規模が大きい場合、施工性が劣っていたり、＋αの仮

設が必要になるなど、修繕費が大幅に増加することが考えられる。 

また、点検結果による修繕と合わせて、第三者への被害を防止する観点で、コンクリー

トの剥落防止など合わせた施工の必要もあることから、架け替えを検討し、新しい構造に

することも考えられる。 

修繕工事や橋梁点検の際には、施工時間や使用する機械、仮設備などの制約を受けて工

事費が大幅に増加することも考えられる。今後必要となる修繕工事や点検などを考慮する

と、維持管理が容易で第三者被害の影響が少ない橋梁形式に架替えることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨道橋、跨線橋の点検や修繕は軌陸車等を用いて夜間作業となる 

(埼玉県北地域 跨線橋)  
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７．設計荷重を増加させる必要があるか 

架設当時に比べて橋梁の利用状況（大型車の増加など）が変わったことで、設計当時の

荷重に対して大きい荷重が載荷されることがある。その結果、橋梁の劣化速度が早くなる

場合がある。その対策として、増し桁（橋桁の追加）や床版厚の増加など耐荷性能の向上

が対策として考えられるが、対策を行うときに、通行止めや仮橋での対応となる場合があ

る。 

一方、架け替えの場合も、通行止めや仮橋での対応となり、同様の仮設コストが掛かる

場合もあり、また通行止めによる社会的影響も与えることから、架け替えを検討し、比較

する価値がある。架け替えは、橋梁がリニ

ューアルし、その他の損傷も合わせて改善

され、将来コストを含めた比較を行うとそ

の後のメンテナンスコストが有利となる

場合もある。 

 

【道路橋示方書の変遷】 

・1956(昭 31)年鋼道路橋設計示

方書により、一等橋 TL-20、二

等橋 TL-14 で設計するように

定められた。 

・道路交通法で自動車  荷重の

制限値が 25tf に変更された

ことに合わせ、1994(平 6)年に

道路橋示方書が設計荷重を中

心に改訂された。 

 

 

 

（出典）福島県土木部道路管理課、福島

県橋梁補修調査設計要領(案)  P.11 

平成 29 年 8 月一部改訂 
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する価値がある。架け替えは、橋梁がリニ

ューアルし、その他の損傷も合わせて改善

され、将来コストを含めた比較を行うとそ

の後のメンテナンスコストが有利となる

場合もある。 
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８．耐震性能の向上について 

主に渡河橋を想定している。耐震補強を行う場合、上下部構造において河川への影響が

考えられる。上部構造では、桁を補強する場合、桁下の必要高さ（計画高水位+余裕高）が

不足することが考えられる。また、下部構造では、橋脚巻き立てによる河積阻害率の増加

（河川の流水断面積減少）が考えられる。 

特に河積阻害率は、河川管理施設等構造令において５％以下を目安とするように定めら

れていることから、河川管理者との協議が必要となる。 

近年のゲリラ豪雨などによる河川氾濫も頻発していることから、河積阻害率を遵守する

必要がある。耐震補強で河川阻害立を満足させることが困難な場合や橋脚、基礎の耐震性

能向上のための工事費が割高になる場合には、架け替えを含めた検討を行うことも考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1.河川への影響例 
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９．供用開始後 50 年以上経過しているか 

橋の寿命というのはどこにも定められておらず、目安とするほかない。 

一般に橋の寿命を考える場合、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令（財務省）』を

用いる。これによれば、資産価値の観点ではあるが橋の耐用年数は 60年となっている。 

また、国土技術政策総合研究所における研究報告（※１）では、建設年代によって橋梁

の寿命に違いが見られるとある。高度経済成長期（1955年～1973年）に建設された橋梁の

推定平均寿命は６０年～７０年であり、前述の財務省令に概ね合致すると言える。 

架け替えの検討から、架け替え完了まで、橋長、橋種、架設位置によって違うが数年～

２０年程度要することを考慮して、１０年を目安とし、６０年から１０年を控除して、５

０年としている。 

※１：国総研プロジェクト研究報告第 4 号（住宅･社会資本の管理運営技術の開発）のうち、Ⅳ－１章道

路橋の計画的管理手法に関する検討  http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0004.htm 

    

 

 

              

                        概ね高度成長期に該当 

 

 

 

高度経済成長期に建設された橋梁の平均寿命 

(出典) 国総研プロジェクト研究報告第 4 号（住宅･社会資本の管理運営技術の開発）（赤加筆） 

https://www.kk.jcca.or.jp/oteire/pdf/h27/05.pdf 
 

 

 

 

 

 

供用開始後 50 年後のイメージ 
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１０．損傷度合はどのくらいか 

点検結果がⅢ判定以上の場合、道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に処置

を講ずべき状態である。修繕による部材性能の回復は、修繕方法にもよるが部材の交換以

外は修繕を行うことで新品同様の性能を有することができるとは言い切れないため、さら

に劣化が進行する可能性を含んでいる。そのため、架け替えを含めた検討を行うことも考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁点検要領のイメージ図 

 

 

 

 

 

対策シナリオの考え方 

(出典) (一社)建設コンサルタンツ協会近畿支部資料№15-1 維持管理研究委員会報告書 

P.2-2-11、P.2-2-13、平成 27 年 2 月 一部加筆修正(点検要領の版を更新) 

 

 

 

 

 

 

・「橋梁定期点検要領は国道・技術課

H31.3」に従い、点検を行う。 

・「道路橋定期点検要領 国土交通省道路
局 H31.2」に従い、健全性の診断を行う 

架け替え? 補修? 
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１１．耐震補強を計画しても所定の強度が発現できない場合 

 主にパイルベント基礎形式の橋梁を想定している。パイルベント基礎形式の耐震補強に

は様々な工法があるが、最大曲げモーメントが発生する位置(土中の基礎)を直接補強でき

ない場合や補強工法が割高になる場合には架替を含めた検討を行うことも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）土木学会附属土木図書館 倉西茂氏「新潟地震」写真集画像 「撮影：倉西茂氏・高橋龍夫氏」

http://library.jsce.or.jp/Image_DB/shinsai/niigata/kuranishi/index.html 

パイルベント基礎形式の昭和大橋の新潟地震での被害状況 
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１２．塩害・アルカリシリカ反応による部材の腐食 (材料要因)() 

橋梁の構造から桁の端部など、補修が難しい橋梁もある。 

埼玉県内では、沿岸部からの飛来塩分が少ないことから塩害による腐食は起こりにくい。

しかし、山間部である秩父地域では、冬季の凍結防止剤散布の影響により、塩害の腐食が

存在する。このため、山間部のみならず凍結防止剤散布の頻度が高い橋梁については、維

持管理を見据えた構造に変更することを念頭に、架け替えを検討する場合もある。 

アルカリシリカ反応(ASR)は、コンクリート中のアルカリと反応性骨材との化学反応に

より生成するアルカリシリカゲルが水分の供給により膨張する現象であり、これによって

コンクリートにひび割れが生じるとともに、強度などの物理特性にも変化が生じる。ASR

の反応は長期に及び、機能回復が難しい場合があるため、架替を検討する場合も生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凍結防止剤散布による塩化物を含む排水が桁にかかり腐食   凍結防止剤散布による塩化物を含む排水により腐食 

埼玉県秩父地域 : 鋼桁支点部の腹板欠損           埼玉県秩父地域 : 腐食欠損排水管 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルカリシリカ反応による橋軸方向のひび割れ        アルカリシリカ反応による橋軸方向のひび割れ 
     埼玉県西地域 : PC ホロー桁                  埼玉県西地域 : PC ホロー桁 
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１３．鋼部材の腐食が進行している場合 

鋼部材はコンクリート部材と比較して補修の容易さが長所として言われることがあるが、

断面補修を施しても断面性能が回復しない場合もある。（錆、腐食などにより） 

鋼橋における桁端部では、伸縮装置からの漏水などにより、鋼材の腐食が進行してしま

う場合もある。桁端部など補修、補強を行うには作業エリアが狭隘である場合、十分な補

修、補強を行うことが難しい。 

また、補修によりその後の点検、修繕がさらに難しくなる場合もあることから、施工後

のメンテナンス性に配慮した構造での架け替えを含めた検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国土交通省関東地方整備局ホームページ 

https://www.cbr.mlit.go.jp/road/taisaku/current/cur02.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）福島県土木部道路管理課、福島県 橋梁補修調査設計要領(案) P.141，平成 29 年 9 月一部改訂版 

維持管理に配慮した工法例 

検査路の設置 桁端部の作業空間の確保 
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１３．鋼部材の腐食が進行している場合 

鋼部材はコンクリート部材と比較して補修の容易さが長所として言われることがあるが、

断面補修を施しても断面性能が回復しない場合もある。（錆、腐食などにより） 

鋼橋における桁端部では、伸縮装置からの漏水などにより、鋼材の腐食が進行してしま

う場合もある。桁端部など補修、補強を行うには作業エリアが狭隘である場合、十分な補

修、補強を行うことが難しい。 

また、補修によりその後の点検、修繕がさらに難しくなる場合もあることから、施工後

のメンテナンス性に配慮した構造での架け替えを含めた検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国土交通省関東地方整備局ホームページ 

https://www.cbr.mlit.go.jp/road/taisaku/current/cur02.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）福島県土木部道路管理課、福島県 橋梁補修調査設計要領(案) P.141，平成 29 年 9 月一部改訂版 

維持管理に配慮した工法例 

検査路の設置 桁端部の作業空間の確保 
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１４．PC 部材の緊張力不足 

プレストレストコンクリート（PC）は鉄筋コンクリート（RC）と違い、発生したクラッ

クが重大な問題となる可能性が高い。 

クラックが発生している場合、耐荷能力不足か、PC鋼材の緊張力不足が考えられる。PC

鋼材が配置されている箇所に沿ったひび割れはグラウト不良による PC 鋼材の腐食や破断

（プレストレスの減少）が懸念される。橋軸直角方向のひび割れはプレストレスの減少が

原因として考えられるため、「外ケーブル方式による橋梁補強工法」でプレストレスの追加

を行う必要がある。構造によってはこのような補強ができない場合もあり架け替えの検討

が必要になることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
桁中央付近の橋軸直角方向ひび割れ 

県南地域 : 車道橋 ポストテンション T 桁  

 

 

 

 

※プレストレス 
＝あらかじめ加える 
圧縮応力 鉄筋コンクリート(RC) プレストレスコンクリート(PC) 

PPCCのの  
ひひびび割割れれ  

コンクリートは 

引っ張られる力に弱い！ 

しかし PCは弱点の引張力に 

抵抗力をもっている！ 

(出典)可とうボックスカルバート協会ホームページ  https://katoubox.com/rc-pc/ 

外ケーブル方式による橋梁補強 

(出典)SEEE工協会 工法説明資料  http://www.seee-association.org/wp/wp-content/uploads/technology06_01.pdf 
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１５．橋脚・橋台の変位、クラック 

橋台や橋脚に変位、クラックが生じている場合、経年劣化や地震等により橋台や橋脚の

耐力不足が懸念される。損傷が顕著な場合、補強による機能回復が見込めない可能性があ

る。この場合、橋全体の安全性を考慮し、架け替えの検討を始めることが考えられる。 

橋脚に変位やクラックが生じている場合は、地震などによる水平方向の応力により発生

しているケースもあり、所要の耐力が確保できていない場合もある。 

補修による機能回復と同時に今後の安全性を考慮した架け替えの検討が必要な場合もあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋台の変位・欠損・洗堀        橋台の変位・凍害による土砂化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
橋台端部のずれ(地震)         桁端部のずれ(地震) 

(下段写真出典) 国総研資料第 967 号平成 28 年(2016 年)熊本地震土木施設被害調査報告書、P.207、 

平成 29 年 3 月 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0967pdf/ks096712.pdf

補強による耐荷能力の増加に限界がある 架け替えの検討 
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１６．主桁のコンクリート剥落、鉄筋露出 (外部要因) 

RC桁や PC桁における発生応力が集中する箇所で、コンクリートの剥落によって鉄筋が

露出している場合、断面修復を施工する場合がある。このとき、鉄筋露出が改善されるの

みで、桁全体のコンクリート耐力が回復するわけではない。 

このように機能回復が完全に行われることが難しい場合、架け替えを含めて検討する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県北地域: RC 床版橋の床版下面の劣化状況 (中性化) 

 

 

 

 

長期にわたりコンクリート橋に生じる代表的な劣化現象とし、中性化、塩害、アルカリシリカ

反応、凍害がある。実際の劣化現象は複数の劣化作用の複合で進行することが多いが、ここでは

中性化(外部要因)のメカニズムについて説明する。 

中性化とはアルカリ性が低下し中性に近づく現象である。 

原因としては、炭酸化、酸性雨、酸性土壌・水との接触、火災に
よる熱、化学的物質の接触・浸透などがあげられる。しかし最も一般
的で代表的な中性化は、大気中の炭酸ガスのコンクリートへの拡散に
よる炭酸化である。 

コンクリートが大気中にある場合、大気中の炭酸ガスがコンクリー
ト内部へと拡散し、中性化がコンクリート表面から内部へと進んで行
く。 

中性化により鉄筋が腐食し、コンクリートの剥落が生じた事例が上
記の県北地域の RC 床版橋の劣化状況である。また右記の写真のよう
に、コア採取した表面にフェノールフタレイン溶液を噴霧することに
より中性化深さを容易に調べることが可能である。 

※機能回復が難しい場合、架け替えも含めて検討 

主任、見てください 
コンクリートがあんなに大きく
剥落して、 
完全に鉄筋が露出しています。 
どうしましょうか ? 

ん～・・・・ 
これは危険だね 
鉄筋も腐食しているね 
ここまでくると機能回
復は難しいかなぁ・・・・ 

フェノールフタレイン溶液 
による中性化深さ試験 
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１６．主桁のコンクリート剥落、鉄筋露出 (外部要因) 

RC桁や PC桁における発生応力が集中する箇所で、コンクリートの剥落によって鉄筋が

露出している場合、断面修復を施工する場合がある。このとき、鉄筋露出が改善されるの

みで、桁全体のコンクリート耐力が回復するわけではない。 

このように機能回復が完全に行われることが難しい場合、架け替えを含めて検討する必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県北地域: RC 床版橋の床版下面の劣化状況 (中性化) 

 

 

 

 

長期にわたりコンクリート橋に生じる代表的な劣化現象とし、中性化、塩害、アルカリシリカ

反応、凍害がある。実際の劣化現象は複数の劣化作用の複合で進行することが多いが、ここでは

中性化(外部要因)のメカニズムについて説明する。 

中性化とはアルカリ性が低下し中性に近づく現象である。 

原因としては、炭酸化、酸性雨、酸性土壌・水との接触、火災に
よる熱、化学的物質の接触・浸透などがあげられる。しかし最も一般
的で代表的な中性化は、大気中の炭酸ガスのコンクリートへの拡散に
よる炭酸化である。 

コンクリートが大気中にある場合、大気中の炭酸ガスがコンクリー
ト内部へと拡散し、中性化がコンクリート表面から内部へと進んで行
く。 

中性化により鉄筋が腐食し、コンクリートの剥落が生じた事例が上
記の県北地域の RC 床版橋の劣化状況である。また右記の写真のよう
に、コア採取した表面にフェノールフタレイン溶液を噴霧することに
より中性化深さを容易に調べることが可能である。 

※機能回復が難しい場合、架け替えも含めて検討 

主任、見てください 
コンクリートがあんなに大きく
剥落して、 
完全に鉄筋が露出しています。 
どうしましょうか ? 

ん～・・・・ 
これは危険だね 
鉄筋も腐食しているね 
ここまでくると機能回
復は難しいかなぁ・・・・ 

フェノールフタレイン溶液 
による中性化深さ試験 
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【 付 録 】

橋橋梁梁のの補補修修・・更更新新にに関関すするるアアンンケケーートト調調査査結結果果

実施日
回答者 橋梁メンテナンス技術研修会【第3回】参加者
場　所 さいたま共済会館　602会議室

設問 （重視する順位を含む複数回答方式）

１. 橋梁の維持補修、更新の実施に当たって課題があるとお考えの項目は何ですか。

２. 現在、所属組織が管理する老朽橋に対して取り得る対策は何だと思いますか。

2019年11月21日
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１. 橋梁の維持補修、更新の実施に当たって課課題題があるとお考えの項目は何ですか。
 　(複数回答の場合、重要と思われる順に記入してください。)

全体評価 (34人)

ア イ ウ エ オ カ キ ク

予算 人員確保 積算技術
交付金等の

情報
工法選定の

知識
架換えの

判断
施工者の技

能
その他

14人 5人 5人 6人 30人
7人 5人 2人 3人 5人 3人 2人 27人
3人 3人 3人 2人 5人 3人 1人 20人

2人 3人 2人 2人 2人 4人 15人
1人 1人 4人 1人 3人 2人 12人

1人 5人 2人 1人 1人 10人
2人 2人 3人 7人

0人
25人 17人 17人 12人 21人 16人 13人 0人
26 15 11 8 18 14 8 0

重要度指数の属性比較 (重要度指数：重要とした順に1位8点、2位7点・・・8位1点を乗じて合計した得点の100分率)　

合計 (人)
重要度指数

4位
5位
6位
7位
8位

合計 (人)
重要度

1位
2位
3位

ア 予算

25人

イ 人員確保

17人

ウ 積算技術

17人

エ 交付金等

の情報

12人

オ 工法選定

の知識

21人

カ 架換えの

判断

16人

キ 施工者の

技能

13人

ク その他

0人

各項目の選択人数

ア 予算
26

イ 人員確保
15

ウ 積算技術
11

エ 交付金等

の情報
8

オ 工法選定

の知識
18

カ 架換えの

判断
14

キ 施工者の

技能
8

ク その他
0

重要度指数

26

26

27

41

24

21

15

15

18

0

17

9

11

14

7

21

9

12

8

7

9

15

6

18

18

21

18

0

20

0

14

8

12

24

18

24

8

9

9

0

6

15

0

0

0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体評価

(34人)

ア 自治体職員

(技術職)
橋梁管理担当

(10人)

イ 自治体職員

(ア以外の技術職)
(5人)

ウ 自治体職員

(非技術職)
(2人)

エ 民間

(16人)

オ その他

(1人)

ア 予算 イ 人員確保 ウ 積算技術 エ 交付金等の情報 オ 工法選定の知識 カ 架換えの判断 キ 施工者の技能 ク その他
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ア 自治体職員(技術職) 橋梁管理担当 (10人)

ア イ ウ エ オ カ キ ク

予算 人員確保 積算技術
交付金等の

情報
工法選定の

知識
架換えの

判断
施工者の技

能
その他

3人 3人 3人 1人 10人
3人 1人 1人 2人 1人 1人 9人
2人 2人 1人 1人 6人

1人 1人 1人 1人 4人
1人 2人 1人 4人

1人 1人 2人
1人 1人

0人
8人 5人 6人 3人 7人 3人 4人 0人
26 15 14 7 21 8 9 0

イ 自治体職員(ア以外の技術職) (5人)

ア イ ウ エ オ カ キ ク

予算 人員確保 積算技術
交付金等の

情報
工法選定の

知識
架換えの

判断
施工者の技

能
その他

4人 1人 5人
1人 2人 1人 1人 5人

2人 2人 4人
1人 1人 1人 1人 4人

1人 1人 1人 3人
2人 1人 3人

1人 2人 3人
0人

5人 4人 3人 3人 5人 3人 4人 0人
27 18 7 9 18 12 9 0重要度指数

6位
7位
8位

合計 (人)

合計 (人)
重要度

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位

重要度指数
合計 (人)

合計 (人)
重要度

1位
2位
3位
4位
5位

ア 予算

8人

イ 人員確保

5人

ウ 積算技術

6人

エ 交付金等

の情報

3人

オ 工法選定

の知識

7人

カ 架換えの

判断

3人

キ 施工者の

技能

4人

ク その他

0人

各項目の選択人数

ア 予算
26

イ 人員確保
15

ウ 積算技術
14

エ 交付金等

の情報
7

オ 工法選定

の知識
21

カ 架換えの

判断
8

キ 施工者の

技能
9

ク その他
0

重要度指数

ア 予算

5人

イ 人員確保

4人

ウ 積算技術

3人
エ 交付金等

の情報

3人

オ 工法選定

の知識

5人

カ 架換えの

判断

3人

キ 施工者の

技能

4人

ク その他

0人

各項目の選択人数

ア 予算
27

イ 人員確保
18

ウ 積算技術
7

エ 交付金等

の情報
9

オ 工法選定

の知識
18

カ 架換えの

判断
12

キ 施工者の

技能
9

ク その他
0

重要度指数
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ウ 自治体職員(非技術職) (2人)

ア イ ウ エ オ カ キ ク

予算 人員確保 積算技術
交付金等の

情報
工法選定の

知識
架換えの

判断
施工者の技

能
その他

1人 1人 2人
1人 1人

1人 1人
1人 1人

0人
0人
0人
0人

2人 0人 1人 1人 0人 1人 0人 0人
41 0 21 15 0 24 0 0

エ 民間 (16人)

ア イ ウ エ オ カ キ ク

予算 人員確保 積算技術
交付金等の

情報
工法選定の

知識
架換えの

判断
施工者の技

能
その他

6人 1人 2人 3人 12人
2人 3人 1人 2人 2人 1人 11人

3人 1人 3人 1人 8人
2人 1人 1人 1人 5人

1人 2人 1人 4人
3人 1人 4人

1人 1人 1人 3人
0人

9人 7人 6人 4人 9人 8人 4人 0人
24 17 9 6 20 18 6 0

7位
8位

合計 (人)
重要度指数

2位
3位
4位
5位
6位

合計 (人)
重要度

1位

合計 (人)
重要度

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位

合計 (人)
重要度指数

ア 予算

2人

イ 人員確保

0人

ウ 積算技術

1人

エ 交付金等

の情報

1人

オ 工法選定

の知識

0人

カ 架換えの

判断

1人

キ 施工者の

技能

0人

ク その他

0人

各項目の選択人数

ア 予算
41

イ 人員確保
0

ウ 積算技術
21

エ 交付金等

の情報
15

オ 工法選定

の知識
0

カ 架換えの

判断
24

キ 施工者の

技能
0

ク その他
0

重要度指数

ア 予算

9人

イ 人員確保

7人

ウ 積算技術

6人
エ 交付金等

の情報

4人

オ 工法選定

の知識

9人

カ 架換えの

判断

8人

キ 施工者の

技能

4人

ク その他

0人

各項目の選択人数

ア 予算
24

イ 人員確保
17

ウ 積算技術
9

エ 交付金等

の情報
6

オ 工法選定

の知識
20

カ 架換えの

判断
18

キ 施工者の

技能
6

ク その他
0

重要度指数

5858



オ その他 (1人) ※その他1名は学生 (ものつくり大学) 

ア イ ウ エ オ カ キ ク

予算 人員確保 積算技術
交付金等の

情報
工法選定の

知識
架換えの

判断
施工者の技

能
その他

1人 1人
1人 1人

1人 1人
1人 1人

1人 1人
1人 1人

0人
0人

1人 1人 1人 1人 0人 1人 1人 0人
21 9 12 18 0 24 15 0

6位
7位

合計 (人)
重要度

1位
2位

8位
合計 (人)

重要度指数

3位
4位
5位

ア 予算

1人

イ 人員確保

1人

ウ 積算技術

1人

エ 交付金等

の情報

1人

オ 工法選定

の知識

0人

カ 架換えの

判断

1人

キ 施工者の

技能

1人

ク その他

0人

各項目の選択人数

ア 予算
21

イ 人員確保
9

ウ 積算技術
12

エ 交付金等

の情報
18

オ 工法選定

の知識
0

カ 架換えの

判断
24

キ 施工者の

技能
15

ク その他
0

重要度指数
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２. 現在、所属組織が管理する老朽橋に対して取り得る対対策策は何だと思いますか。
 　(複数回答の場合、重要と思われる順に記入してください。)

全体評価 (34人)

ア イ ウ エ オ カ
補修して

延命
荷重制限して

継続供用
廃止・集約化 橋梁架換え

ボックス
カルバート化

その他

18人 2人 5人 2人 27人
5人 4人 4人 6人 3人 22人
0人 4人 4人 9人 17人

1人 6人 3人 3人 13人
1人 2人 4人 1人 8人

0人
24人 13人 19人 16人 15人 0人
34 14 19 17 15 0

重要度指数の属性比較 (重要度指数：重要とした順に1位6点、2位5点・・・8位1点を乗じて合計した得点の100分率)　

合計 (人)
重要度

合計 (人)
重要度指数

1位
2位
3位
4位
5位
6位

ア 補修して

延命

24人

イ 荷重制限して

継続供用

13人ウ 廃止・集約化

19人

エ 橋梁架換え

16人

オ ボックス

カルバート化

15人

カ その他

0人

各項目の選択人数

ア 補修して

延命
34

イ 荷重制限して

継続供用ウ 廃止・集約化

エ 橋梁架換え
17

オ ボックス

カルバート化
15

カ その他
0

重要度指数

34

38

22

65

37

10

14

7

19

0

18

25

19

22

22

35

14

15

17

17

20

0

17

30

15

17

17

0

14

20

0

0

0

0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体評価

(34人)

ア 自治体職員

(技術職)
橋梁管理担当

(10人)

イ 自治体職員

(ア以外の技術職)
(5人)

ウ 自治体職員

(非技術職)
(2人)

エ 民間

(16人)

オ その他

(1人)

ア 補修して延命 イ 荷重制限して継続供用 ウ 廃止・集約化 エ 橋梁架換え オ ボックスカルバート化 カ その他
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ア 自治体職員(技術職) 橋梁管理担当 (10人)

ア イ ウ エ オ カ
補修して

延命
荷重制限して

継続供用
廃止・集約化 橋梁架換え

ボックス
カルバート化

その他

7人 1人 2人 10人
2人 3人 3人 1人 9人

1人 2人 3人 6人
1人 2人 3人

0人
0人

9人 2人 6人 5人 6人 0人
38 7 22 17 17 0

イ 自治体職員(ア以外の技術職) (5人)

ア イ ウ エ オ カ
補修して

延命
荷重制限して

継続供用
廃止・集約化 橋梁架換え

ボックス
カルバート化

その他

3人 1人 1人 5人
1人 1人 2人 4人

1人 2人 1人 4人
1人 1人 1人 3人
1人 2人 3人

0人
3人 4人 5人 4人 3人 0人
22 19 22 20 17 0

重要度指数

3位

合計 (人)
重要度

1位
2位

4位
5位
6位

合計 (人)

合計 (人)
重要度

2位
3位
4位
5位
6位

1位

合計 (人)
重要度指数

ア 補修して

延命

9人

イ 荷重制限して

継続供用
ウ 廃止・集約化

6人

エ 橋梁架換え

5人

オ ボックス

カルバート化

6人

カ その他

0人

各項目の選択人数

ア 補修して

延命
38

イ 荷重制限して

継続供用
7

ウ 廃止・集約化
22

エ 橋梁架換え
17

オ ボックス

カルバート化
17

カ その他
0

重要度指数

ア 補修して

延命

3人

イ 荷重制限して

継続供用

ウ 廃止・集約化

5人

エ 橋梁架換え

4人

オ ボックス

カルバート化

3人

カ その他

0人

各項目の選択人数

ア 補修して

延命
22

イ 荷重制限して

継続供用

ウ 廃止・集約化
22

エ 橋梁架換え
20

オ ボックス

カルバート化
17

カ その他
0

重要度指数
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ウ 自治体職員(非技術職) (2人)

ア イ ウ エ オ カ
補修して

延命
荷重制限して

継続供用
廃止・集約化 橋梁架換え

ボックス
カルバート化

その他

1人 1人 2人
1人 1人

0人
0人
0人
0人

2人 0人 1人 0人 0人 0人
65 0 35 0 0 0

エ 民間 (16人)

ア イ ウ エ オ カ
補修して

延命
荷重制限して

継続供用
廃止・集約化 橋梁架換え

ボックス
カルバート化

その他

7人 1人 1人 9人
2人 3人 2人 7人

2人 4人 6人
3人 2人 1人 6人

1人 2人 1人 4人
0人

9人 6人 6人 6人 5人 0人
37 18 14 17 14 0

合計 (人)
重要度

6位

1位
2位
3位
4位
5位

4位

合計 (人)
重要度指数

合計 (人)
重要度

1位
2位
3位

5位
6位

合計 (人)
重要度指数

ア 補修して

延命

2人

イ 荷重制限して

継続供用

0人

ウ 廃止・集約化

1人

エ 橋梁架換え

0人

オ ボックス

カルバート化

0人

カ その他

0人

各項目の選択人数

ア 補修して

延命
65

イ 荷重制限して

継続供用
0

ウ 廃止・集約化
35

エ 橋梁架換え
0

オ ボックス

カルバート化
0

カ その他
0

重要度指数

ア 補修して

延命

9人

イ 荷重制限して

継続供用
ウ 廃止・集約化

6人

エ 橋梁架換え

6人

オ ボックス

カルバート化

5人

カ その他

0人

各項目の選択人数

ア 補修して

延命
37

イ 荷重制限して

継続供用

ウ 廃止・集約化
14

エ 橋梁架換え
17

オ ボックス

カルバート化
14

カ その他
0

重要度指数
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オ その他 (1人) ※その他1名は学生 (ものつくり大学) 

ア イ ウ エ オ カ
補修して

延命
荷重制限して

継続供用
廃止・集約化 橋梁架換え

ボックス
カルバート化

その他

1人 1人
1人 1人

1人 1人
1人 1人

1人 1人
0人

1人 1人 1人 1人 1人 0人
10 25 15 30 20 0

合計 (人)
重要度

1位
2位

4位
5位
6位

合計 (人)
重要度指数

3位

ア 補修して

延命

1人

イ 荷重制限して

継続供用

1人

ウ 廃止・集約化

エ 橋梁架換え

1人

オ ボックス

カルバート化

1人

カ その他

0人

各項目の選択人数
ア 補修して

延命
10

イ 荷重制限して

継続供用

ウ 廃止・集約化
15

エ 橋梁架換え
30

オ ボックス

カルバート化
20

カ その他
0

重要度指数
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４.ワーキングⅢ（橋梁の点検・診断） 

４.1 緒言 

  
 
 

埼玉大学大学院理工学研究科 教授 Ph.D.
 松 本
まつもと

 泰
やす

尚
なお

 
 
ワーキンググループ III（以下、WG-III）のテーマ「橋梁の点検・診断」に関して、近年で
最も大きな動きは、５年に１回の近接目視を基本とする点検が国土交通省令で規定された

ことでしょう。規定に従った適切な点検とそれに基づく対応により、既存橋梁の質は担保さ

れるはずです。しかし、予算や技術者の不足が確実視される今後、いかに良質な維持管理を

効率的に展開し、社会・経済を支える交通ネットワークを担う橋梁を世の中に提供し続けて

いくか、産官学に課せられた課題はまだまだ山積しています。このような背景のもと WG-
IIIでは、日々橋梁点検・診断を担われている方々に発案いただいた、現場のニーズに即し
た３つの課題に取り組みました。以下、各課題に対する活動を通した筆者の雑感を書かせて

いただきます。 
 「簡易版調書付属調書の標準化」については、当研究会による点検調書付属様式の提案が、

埼玉県県土整備部のご協力により、「橋りょう補修の手引き（案）」（同道路環境課、令和元

年 11月）に参考資料として盛り込まれました。その検討を通して筆者の印象に残ったのは、
点検に関わる管理者および点検者の方々が、高い技術者倫理とプライドをベースに、良質で

利用価値の高い点検情報の蓄積に向け、管理と現場の両面に配慮しつつ、建設的な議論をさ

れていたことでした。 
 「点検新技術マッチング及びロボット点検」について、本来は先端技術等の情報提供が学

の役割であるはずですが、筆者はその役割を十分に果たせず、国土交通省大宮国道事務所を

中心とした埼玉県道路メンテナンス会議の新技術活用 WG の活動を大いに参考にさせてい
ただきました。また、後述のドローンによる橋梁点検の実証実験の見学会には、熊谷市のご

協力を得ました。ここに記して感謝申し上げます。 
 「跨線橋の点検手法検討」に関しては、鉄道運行の安全性確保と効率的な跨道橋点検の両

立が想像以上に難しいことを、筆者は初めて認識しました。昨今、鉄道各社が終電時間の繰

り上げを実施しています。コロナ禍での需要減が要因かと思いますが、鉄道各社の発表では、

夜間作業時間の拡大により、作業の効率性向上や作業従事者の働き方改革を目指すことが

謳われています。このような視点が、感染症収束・終息後も続くことを期待します。 
 以上の活動において、産官学による当研究会およびWG-IIIの場が、活動推進の一助にな
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ったのであれば幸いです。ただし、WG-IIIの活動に関して言えば、学、つまり筆者の貢献
はほぼ皆無で、橋梁点検・診断の実務について、勉強になることばかりでした。WG立ち上
げ時に活動を推進していただいた田中登氏、その後を引き継いで活動をまとめていただい

た鈴木英明氏、そのサポート役の前橋剛氏をはじめ、WG-IIIに関わっていただいたすべて
の方々に、この場をお借りして感謝申し上げます。 
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ったのであれば幸いです。ただし、WG-IIIの活動に関して言えば、学、つまり筆者の貢献
はほぼ皆無で、橋梁点検・診断の実務について、勉強になることばかりでした。WG立ち上
げ時に活動を推進していただいた田中登氏、その後を引き継いで活動をまとめていただい

た鈴木英明氏、そのサポート役の前橋剛氏をはじめ、WG-IIIに関わっていただいたすべて
の方々に、この場をお借りして感謝申し上げます。 
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4.2 ワーキングⅢ 活動趣旨 

 

 道路橋は道路法施行規則改正に伴い、国が定める統一的な基準による５年に１回の頻度

で、近接目視により点検を行うことを基本とすることが定められた。この制度のもと、埼玉

県が管理する道路橋（約２，８００橋）の点検は、約６００橋／年で進め、５年で 1巡する

計画としている。これらの橋梁は橋長が様々であることは勿論のこと、桁橋やアーチ橋、吊

橋などの橋梁形式や鉄道、道路、河川を跨ぐもの、谷を渡るものなど多種多様である。 

 ワーキングⅢでは、橋梁点検を効率的、省力的に進めることを目的に「簡易版調書付属調

書の標準化」、「点検新技術マッチング及びロボット点検」、「跨線橋の点検手法検討」につい

て検討を行った。 

 

 

検討概要 

⚫ 簡易版調書付属調書の標準化 

「道路橋定期点検要領」（国土交通省 道路局）に準じた記録様式は「記録様式作成にあ

たっての参考資料（道路橋定期点検版）」に参考調書が掲載されているが、点検結果の記

入や維持・修繕等の計画の効率化を目指し、付属調書を整えた。 

 

⚫ 点検新技術マッチング及びロボット点検 

「橋梁定期点検要領」の改訂（平成３１年３月）により、これまで、近接目視を原則と

していた点検が、近接目視によるときと同等の診断ができると判断された場合にその他

の方法による点検も認められることとなった。ここでは、その他の方法として、近接目

視とドローンで撮影した点検写真の比較を実施した。 

 

⚫ 跨線橋の点検手法検討 

 跨線橋は、鉄道会社と点検計画から実施まで長期間の協議を要する。また、近接作業

届の適用ルールも複雑であるため、跨線部の点検方法の比較を含め、整理した。 
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ワーキンググループⅢ【橋梁点検の効率化】 

 
 
 

活動内容【検討課題】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討課題 2 

点検新技術マッチング及びロボット点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討課題 1 

簡易版調書付属調書の標準化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討課題 3 

跨線橋の点検手法検討 
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ワーキンググループⅢ【橋梁点検の効率化】 

 
 
 

活動内容【検討課題】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討課題 2 

点検新技術マッチング及びロボット点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討課題 1 

簡易版調書付属調書の標準化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討課題 3 

跨線橋の点検手法検討 
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【【国国交交省省提提出出調調書書（（定定型型様様式式））】】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討課題 1：簡易版調書付属調書の標準化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２　様式１様式２ 様式１

橋梁名・所在地・管理者名等

緯度 ○○°□□′△.○×″ 橋梁ID

経度 △△△°○△′□.×○″

（フリガナ） ●●ハシ

管理者名 路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件（名称）

部材単位の診断（各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入） ●■コンサルタント（株） ●■　○△

定期点検時に記録 応急措置後に記録

部材名
判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

変状の種類
（Ⅱ以上の場合

に記載）

応急措置及び
判定実施年月日

上部構造 主桁 Ⅰ

横桁 Ⅰ

床版 Ⅰ

下部構造 Ⅱ 変形・欠損

支承部 Ⅰ

その他 Ⅰ

道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）

（判定区分）

Ⅱ

全景写真（起点側、終点側を記載すること）

架設年次 橋長 幅員

1995年 26.00m 4.00m

起点 終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

無し

定期点検時に記録
（所見等）

A1橋台の擁壁施工時の損傷と推定される欠損（写真01）は、進行すると鉄筋腐食等が懸念されるため、鉄筋腐食を防止する措置を次回点検までに行う必要が
ある。床版に幅小の床版ひびわれ、アスファルト舗装にひびわれが見られる。いづれの損傷も表面的かつ局部的であるため、状況に応じて補修を行う必要があ

河川
有

応急措置後の
判定区分

応急措置内容

橋梁形式
単純鋼I桁（非合成）

●●橋

埼玉県□△市 ○○年□月△日

写真01　橋台01

備考（写真番号、
位置等が分かる

ように記載）

定期点検実施年月日 自専道or一般道

定期点検者

一般道 その他

橋梁名 路線名 所在地 起点側

市道△△号線 埼玉県□△市×○

別紙２　様式１様式２ 様式２
状況写真（損傷状況）
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分： Ⅱ 【判定区分：

橋台01

【判定区分： 【判定区分：

下部構造（橋台 ）　 】 】

】 】
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【【国国交交省省提提出出調調書書（（定定型型様様式式））】】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討課題 1：簡易版調書付属調書の標準化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２　様式１様式２ 様式１

橋梁名・所在地・管理者名等

緯度 ○○°□□′△.○×″ 橋梁ID

経度 △△△°○△′□.×○″

（フリガナ） ●●ハシ

管理者名 路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件（名称）

部材単位の診断（各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入） ●■コンサルタント（株） ●■　○△

定期点検時に記録 応急措置後に記録

部材名
判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

変状の種類
（Ⅱ以上の場合

に記載）

応急措置及び
判定実施年月日

上部構造 主桁 Ⅰ

横桁 Ⅰ

床版 Ⅰ

下部構造 Ⅱ 変形・欠損

支承部 Ⅰ

その他 Ⅰ

道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）

（判定区分）

Ⅱ

全景写真（起点側、終点側を記載すること）

架設年次 橋長 幅員

1995年 26.00m 4.00m

起点 終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

無し

定期点検時に記録
（所見等）

A1橋台の擁壁施工時の損傷と推定される欠損（写真01）は、進行すると鉄筋腐食等が懸念されるため、鉄筋腐食を防止する措置を次回点検までに行う必要が
ある。床版に幅小の床版ひびわれ、アスファルト舗装にひびわれが見られる。いづれの損傷も表面的かつ局部的であるため、状況に応じて補修を行う必要があ

河川
有

応急措置後の
判定区分

応急措置内容

橋梁形式
単純鋼I桁（非合成）

●●橋

埼玉県□△市 ○○年□月△日

写真01　橋台01

備考（写真番号、
位置等が分かる

ように記載）

定期点検実施年月日 自専道or一般道

定期点検者

一般道 その他

橋梁名 路線名 所在地 起点側

市道△△号線 埼玉県□△市×○

別紙２　様式１様式２ 様式２
状況写真（損傷状況）
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分： Ⅱ 【判定区分：

橋台01

【判定区分： 【判定区分：

下部構造（橋台 ）　 】 】

】 】
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【【付付属属調調書書（（ワワーーキキンンググググルルーーププⅢⅢでで作作成成））】】 

 

橋橋調調書書（（橋橋梁梁定定期期点点検検要要領領 HH3311・・33月月のの調調書書（（そそのの 77、、そそのの 88））のの簡簡易易版版））  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

状状況況写写真真（（橋橋梁梁定定期期点点検検要要領領 HH3311・・33 月月のの調調書書（（そそのの 33））のの簡簡易易版版））  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査結果

①
腐
食

②
亀
裂

③
ゆ
る
み
・
脱
落

④
破
断

⑤
防
食
機
能
の
劣
化

⑥
ひ
び
わ
れ

⑦
剥
離
･
鉄
筋
露
出

⑧
漏
水
･
遊
離
石
灰

⑨
抜
け
落
ち

⑪
床
版
ひ
び
わ
れ

⑫
う
き

⑬
遊
間
の
異
常

⑭
路
面
の
凹
凸

⑮
舗
装
の
異
常

⑯
支
承
部
の
機
能
障
害

⑰
そ
の
他

⑩
補
修
・
補
強
材
の
損
傷

⑱
定
着
部
の
異
常

⑲
変
色
・
劣
化

⑳
漏
水
・
滞
水

　
異
常
な
音
・
振
動

　
異
常
な
た
わ
み

　
変
形
･
欠
損

　
土
砂
詰
ま
り

　
沈
下
・
移
動
・
傾
斜

　
洗
堀

01 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

02 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

01 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

06 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

00 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

01 - - - - - - a a - b a - - - - - - - - - - - - - - - B Ⅰ

00 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

01 - - - - - a a a - - a - - - - - - - - - - - e - - - C1 Ⅱ

02 - - - - - a a a - - a - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

0101 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

0201 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

0102 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

0202 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

00 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

00 - - - - - a a a - - a - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

00 - - - - - - - - - - - a a - - a - - - - - - - - - - A Ⅰ

00 - - - - - - - - - - - - a c - - - - - - - - - - - - B Ⅰ

00 a - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Ⅰ

調査年 ○△年

総
合
所
見

健全度

（橋単位）
Ⅱ

整理番号 ■ 橋梁名 ●●橋 上部工構造形式 単純鋼I桁（非合成）

主桁

横桁

対傾構

横構

下部工

A1橋台の擁壁施工時の損傷と推定される欠損（写真01）は、進行すると鉄筋腐食等が懸念されるため、鉄筋腐食を防止する措置を次回点検までに行う必要がある。床版に幅小
の床版ひびわれ、アスファルト舗装にひびわれが見られる。いづれの損傷も表面的かつ局部的であるため、状況に応じて補修を行う必要がある。

径間番号 1

損傷の項目等

鋼　部　材　の　損　傷 コ ン ク リ ー ト 部 材 の 損 傷 その他の損傷 共通の損傷

健
全
度
（

部
材
単
位
）

対
策
区
分
判
定

排水施設

床版

高欄・防護柵

地覆

伸縮装置

舗装

備考

支承

○21  ○22  ○23  ○24  ○25  ○26  

国交省提出調書で見えない総合所見
全文を表示。 

部材毎の損傷度判定 a～e を表示。 

部材毎の対策区分判定を表示。 

部材毎の健全度判定を表示。 

1 メ　　モ

写真の説明 桁下面 起点側より撮影 写真の説明 橋台 A2橋台

側面 起点左側

写真番号 3 撮影年月日 ○○年△月○×日 写真番号 4 撮影年月日 ○○年△月○×日

2 撮影年月日 ○○年△月○×日

径間番号 1 メ　　モ 径間番号 1 メ　　モ

損

　

傷

　

写

　

真

写真番号 1 撮影年月日 ○○年△月○×日 写真番号

写真の説明 正面 起点側より撮影 写真の説明

径間番号 1 メ　　モ 径間番号

フリガナ ●●ハシ 路線名 市道△△号線

管理者 埼玉県□△市 橋梁コード  

橋梁名 ●●橋 所在地 埼玉県□△市×○

現況状況写真 径間番号 1

橋の現地状況写真を表示。 
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点点検検一一般般図図（（橋橋梁梁定定期期点点検検要要領領 HH3311・・33 月月のの調調書書（（そそのの 22））のの簡簡易易版版）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

部部材材番番号号図図（（橋橋梁梁定定期期点点検検要要領領 HH3311・・33 月月のの調調書書（（そそのの 44））のの簡簡易易版版）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋一般図

上部工標準断面図 S=1:50

下部工断面図 S=1:100

側 面 図 S=1:100

平 面 図 S=1:100

上面

下面

A1橋台

橋長 26000500 500

1
8
30

1500

1500

橋長 26000

橋長 26000

5
2
00

6
00

4
0
00

6
00

5
2
00

1
1
00

3
0
00

1
1
00

1
3
00

1100

5
30

1
8
30

5200
600 4000 600

2
50

2
50

アスファルト舗装

3000 1100

5200
600 4000 600

6
9
00

1
9
30

5200
600 4000 600

3
50

1
9
30

A2橋台

A1 A2

A1 A2

河川

河川

500 500

A1 A2

C
L

CLCL

C
L

C
L

橋全体の寸法を表示。 

橋部材番号図

上部工標準断面図 S=1:50

下部工断面図 S=1:100

側 面 図 S=1:100

平 面 図 S=1:100

上面

下面

橋長 26000

A1 A2

舗装Pm0101

防護柵Gf0101 地覆Fg0101

Gf0201 Fg0201

Dr0102 Dr0103

Dr0202 Dr0203

伸縮装置Ej0101
Ej0102

支承本体Bh0101

Bh0201

主桁Mg0101(01)

床版Ds0101(01)

Mg0201(02)

横桁Cr0101(01)

Dp0102

Dp0202

Dp0103

Dp0203

Bh0202

Bh0102

胸壁Ap0101(01)

Ac0102(02)

橋長 26000500 500

1
8
30

1500

1500

橋長 26000

1
3
00

1100

5
3
0

1
8
30

5200
600 4000 600

2
5
0

2
5
0

アスファルト舗装

3000 1100

5200
600 4000 600

1
9
30

5200
600 4000 600

3
5
0

1
9
30

A1 A2

Ds0201(01)
横構Ll0101

Mg0102(01)
Cf0102

Ds0202(01)
Ll0102

Mg0103(01)
Cf0103

Ds0203(01)
Ll0103

Mg0104(01)
Cf0104

Ds0204(01)
Ll0104

Mg0105(01)
Cf0105

Ds0205(01)
Ll0105

Cr0106(06)

Mg0202(02) Mg0203(02) Mg0204(02) Mg0205(02)

6
9
00

Ds0301(01)

河川

河川

Ap0102(02)

竪壁Ac0101(01)

A1 A2

500 500

CL

CL CL

C
L

C
L

橋の要素番号及び部材番号を表示。 
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損損傷傷図図（（橋橋梁梁定定期期点点検検要要領領 HH3311・・33月月のの調調書書（（そそのの 99））のの簡簡易易版版）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

損損傷傷写写真真（（橋橋梁梁定定期期点点検検要要領領 HH3311・・33月月のの調調書書（（そそのの 1100））のの簡簡易易版版）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋損傷図

上部工標準断面図 S=1:50

下部工断面図 S=1:100

側 面 図 S=1:100

平 面 図 S=1:100

上面

下面

A1橋台 A2橋台

A1 A2

損傷の種類 表　示

ひびわれ

鉄筋露出

剥　離

損傷の種類 表　示 損傷の種類 表　示

遊離石灰

その他

漏　水

う　き

橋長 26000500 500

1
8
30

1500

1500

1
3
00

1100

5
3
0

1
8
30

5200
600 4000 600

2
5
0

2
5
0

アスファルト舗装

3000 1100

5200
600 4000 600

5200
600 4000 600

3
5
0

1
9
30

A1 A2床版Ds0301
⑪床版ひびわれ-b

写真番号002

床版Ds0201
⑪床版ひびわれ-b

写真番号001

床版Ds0101
⑪床版ひびわれ-b

写真番号008

舗装Pm0101
⑮舗装の異常-c

写真番号003

床版Ds0205
⑪床版ひびわれ-b

⑪-b ⑪-b ⑪-b

写真番号006,007

竪壁Ac0101
　変形・欠損-e
(擁壁境界部施工不良)

写真番号004,005

竪壁Ac0101
　変形・欠損-e
(擁壁境界部施工不良) 特に目立った損傷は見受けられない。

0.05

6000×200

2200×200

河川

河川

A1 A2

CL

CL CL

C
L

C
L

→c→d

防護柵Gf0101
①腐食-b
⑤防食機能の劣化-e

防護柵Gf0201
①腐食-b
⑤防食機能の劣化-e

→e

主桁Mg0103
①腐食-b
⑤防食機能の劣化-e

横桁Cr0106
①腐食-b
⑤防食機能の劣化-e

点検実施年度 回 数

○○○年

□□□年

△△△年

表　示

→○

→△

－

凡　　例

点検実施年度 回 数

○○○年

□□□年

△△△年

表　示

前々回

前回

今回

→○

→△

－

凡　　例

※各年度で新規に損傷が発見された場合は実施年度の矢印で表記する。

※初年度で発見された損傷で、進行が認められるものは→○で追加する。

床版Ds0201
⑪床版ひびわれ-b

防護柵Gf0101
①腐食-b
⑤防食機能の劣化-e

主桁Mg0103
①腐食-b
⑤防食機能の劣化-e

床版Ds0205
⑪床版ひびわれ-b→c→d

表記例）

表記例）

●●

橋の損傷程度及び写真番号を表示。 
橋の損傷が発見された年度毎に表示し、

損傷の進行が把握できるように表示。 

要素番号 0101 メ　　モ

損傷の種類 床版ひびわれ 損傷程度 b 床版にひびわれが見られる。

ひびわれ幅0.05～0.1mm
損傷の種類 変形・欠損 損傷程度 e A1橋台竪壁に欠損が見られる。

2200×200

損傷程度 b 床版にひびわれが見られる。

写真番号 3 径間番号 1 撮影年月日 ○○年△月○×日 写真番号 4 径間番号 1 撮影年月日 ○○年△月○×日

径間番号 1 撮影年月日 ○○年△月○×日

部材名 床版 要素番号 0101 メ　　モ 部材名 床版 要素番号 0201 メ　　モ

損

　

傷

　

写

　

真

写真番号 1 径間番号 1 撮影年月日 ○○年△月○×日 写真番号 2

損傷の種類 床版ひびわれ 損傷程度 b 下流側床版張出し部にひびわ

れが見られる。

ひびわれ幅0.05mm

損傷の種類 床版ひびわれ

部材名 床版 要素番号 0205 メ　　モ 部材名 竪壁

フリガナ ●●ハシ 路線名 市道△△号線

管理者 埼玉県□△市 橋梁コード  

橋梁名 ●●橋 所在地 埼玉県□△市×○

損傷写真 径間番号 1

橋の損傷写真を表示。 
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【【ドドロローーンンにによよるる点点検検のの実実証証実実験験】】 

    橋橋梁梁点点検検車車にによよるる近近接接目目視視点点検検をを実実施施ししたた橋橋梁梁にに対対ししててドドロローーンンにによよるる点点検検見見学学会会をを実実施施しし、、  

ドドロローーンンにによよるる橋橋梁梁点点検検デデモモ及及びび近近接接目目視視ととドドロローーンンでで撮撮影影ししたた点点検検写写真真のの比比較較をを実実施施。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁点検車による近接目視点検状況及びドローンによる点検状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

点検車から撮影した損傷写真とドローンで撮影した損傷写真の比較 

 

検討課題 2：点検新技術マッチング及びロボット点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点検車 ドローン

Mg0101 ①-b,⑤-e

Mg0201 ①-b,⑤-e

主桁

NO.52

NO.53

良い

良い
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点検車から撮影した損傷写真とドローンで撮影した損傷写真の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地状況写真の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検車 ドローン

Sf0102 ①-b,⑤-e

Sf0202 ①-b,⑤-e

画角

画角

NO.62

落橋防止
システム

NO.63

落橋防止
システム

もう少し

もう少し

点検車 ドローン

Pb0102 ⑫-e

Pb0102 ⑫-e

うき不可、チョーク

うき不可、チョーク

P3橋脚
梁部

NO.49

P3橋脚
梁部

NO.50

不適格

点検車 ドローン

右側
全景

真横から撮影可
全径間が鮮明

右やや上空より撮影

左側
全景

良い

良い

ドローンによる点検総括 

・損傷写真撮影 

下記以外の損傷は特定でき、撮影した写真も調書に使用できるものであった。 

１．『うき』は推定できるが判定できない。 

   ２．『ひびわれ』は 0.1mmのひびわれも特定できたが、予めチョークが無いと 
      損傷を見つけるのに難儀する。 
   ３．『チョーク』を入れない写真にはひと工夫必要。 

   ４．周囲 45cm迄しか近接できないこと、ズーム機能が無いことから、 
      狭隘箇所での撮影は不十分。 

 

・現地状況写真撮影 
  踏査で現地状況を把握するには非常に適している。 

    
   １．橋の構造や諸元の確認、一般図作成のための細部情報を踏査時に取得できる。 
   ２．調書に添付する現地状況写真を踏査時にすべて撮影できる。 

   ３．踏査時に使用すれば、注意して点検すべき損傷を予め見つけることができる。 
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【【鉄鉄道道協協議議フフロローー（（案案））及及びび近近接接作作業業届届のの適適用用範範囲囲図図のの作作成成】】 

鉄道協議フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
近接作業届の適用範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討課題 3：跨線橋の点検手法検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注者側フロー 受注者側フロー 

営業線の範囲 営業線に近接する範囲

営業線工事保安関係標準示方書（在来線）の適用範囲

5.00m 施工基面幅 α+5.00ｍ

α

線路中心

（施工基面と同路盤

         及び低い場合）

（施工基面より高い場合）

営業線に近接する範囲

5.00m

（注）　営業線工事保安関係標準示方書（在来線）の適用範囲は、次の場合にも適用する。

　　　（1）　工事用重機械の転倒、傾斜、吊荷の散乱及び立木伐採等により、施工基面幅あるいは沿線の
　　　　　電線路、ケーブル等を支障するおそれのある場合、並びに火薬を用いる工事で爆破の際、岩石等
　　　　　が飛散し列車の運転保安に支障するおそれのある場合。

　　　（2）　変電所、信号所、送電線、信号ケーブル等列車の運転保安に関係する諸設備に近接して施工
　　　　　する工事で、それらに支障するおそれのある場合。

　　　（3）　その他、前各号以外で、列車の運転保安又は旅客公衆等に危害を及ぼすおそれのある場合。

【（社）日本鉄道施設協会】「営業線工事保安関係標準示方書（在来線）参照

※施工計画書は、過年度点検時（1巡目）の協議資料を参考に作成することで、作成期間を短縮できる。

※鉄道協議は、協議に期間を有するため、点検を実施する前年度に協議を実施するのが望ましい。
※上記フローは、これまでの鉄道協議を参考にしたものであり、各鉄道会社により異なる場合がある。

■橋梁定期点検　鉄道協議フロー（案）

START

鉄道管理者の確認業務協定
JR

私鉄各社及びJR貨物

初回打合せ日程調整

施工計画書作成

鉄道敷地外の近接作業の場
合は、近接作業届を作成

鉄道管理者へ
施工計画書提出

鉄道管理者の承認

跨線橋の点検

現場準備

作成期間：約1～2ヵ月

審査期間：約3～6ヵ月
（鉄道会社により異なる）

【道路管理者】

START

鉄道管理者の確認

協力会社へ連絡

協力会社
【確認事項】
・日点検数量（範囲）確認
・足場での点検可能範囲確認

【作成依頼】

・時間工程作成依頼
・足場での点検作業要領図作成依頼
・緊急連絡簿（鉄道関連）作成依頼

道路管理者へ
施工計画書提出

鉄道管理者の承認

鉄道管理者の審査

協力会社

事前連絡

協力会社
・現場日程最終調整

・集合場所等詳細打合せ
・現場準備等

決定連絡

現場準備

※道路上で作業が必要な場合

・道路工事等協議（発注者）依頼

・規制図作成
・リース会社に点検車等の仮予約

・道路使用許可申請

・リース会社に点検車等の予約確定
・集合場所等打合せ

決定連絡

【業務受注者】

過年度協議資料を参考に作成

施工計画書作成

鉄道敷地外の近接作業の場
合は、近接作業届を作成

現地踏査実施

私鉄各社及びJR貨物

初回打合せ
鉄道会社 本社または支社

連 絡・調 整

初回打合せ
【必要資料】
・業務計画書
・現地踏査結果（踏切位置、キロポスト等）
・作業計画書（あれば尚可）

【確認事項】
・点検方法の確認（軌陸車等）
・作業可能時間の確認

・協力会社の紹介（足場仮設等）

作成依頼

提 出

決定連絡

β＋5.00m 施工基面幅 α+5.00ｍ

α

線路中心

（施工基面より高い場合）

営業線に近接する範囲 営業線の範囲 営業線に近接する範囲

営業線工事保安関係標準示方書（在来線）の適用範囲

β

5.00m

（高所作業車等を使用する場合）
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【【跨跨線線部部点点検検方方法法のの比比較較表表作作成成】】  

 
跨跨線線橋橋のの点点検検方方法法ににつついいてて（（そそのの１１）） 

 梯梯        子子  足足    場場    工工  
（（  台台  車車  付付  ））  

ロローーリリンンググタタワワーー  
橋橋  梁梁  点点  検検  車車  高高  所所  作作  業業  車車  

点点  検検  状状  況況  

  

     

  

点点  検検  概概  要要  

  

  

 桁下に梯子を設置する工法

である。桁下高の低い上部工、

橋座面の点検及び下部工の点

検に採用されている。 

 跨線部に足場工を設置する

工法である。点検作業後に足

場工の撤去が必要となる。鉄

道の運行に支障をきたさない

橋梁端部に設置することが多

い。 

台車にローリングタワーを

設置して、点検を行う工法で

ある。ローリングタワーは組

立式で、台車の使用により移

動可能な工法となる。 

 跨線橋に橋梁点検車を設置

して、交通規制を行いながら

点検を行う工法である。 

 軌道敷地内、又は軌道敷地

外に高所作業車を設置して点

検を行う工法である。 

点点  

検検  

工工  

法法  

のの  

特特  

長長 

メメ

リリ

ッッ

トト            

・梯子による点検は、軽量で移

動が容易な工法である。 

・下部工、及び橋座部の点検に

有利な工法である。 

 

 

 

・下部工、及び橋座部の点検

に有利な工法である。 

・ローリングタワーは、軽量

で組立・設置・移動が容易な

点検機具である。 

・ローリングタワーの組立高

は、9.3ｍ程度まで可能である。 

・ローリングタワーを単独で

使用することも可能である。 

・橋梁直下に点検機材が設置
できない場合に有利な工法で
ある。 
・落下物防護柵高が 2.0ｍ以
上でも、橋梁点検車で点検可
能となっている。 
・バケット幅が1.0ｍ程度であ
り、上下線の中央部、架線の本数
が少ない場合に有利となる。  

・軌道部を挟み、両側に近接

可能な場合に有利な工法であ

る。 

デデ

メメ

リリ

ッッ

トト  

・移動回数が多く、点検効率が

劣る。 

・橋梁形式として、主桁下面に

梯子を設置できない上部工形

式もある。 

 

 

 

・キ電停止時間毎に足場工の

設置・撤去が必要となり点検

効率が劣る。  

・固定式の足場工であり、上

部工の点検範囲が限定され

る。足場工の転倒防止等の対

策が必要となる。 

・足場工の搬入に問題が残る。 

・点検位置まで機材を運搬す

るための進入路、ローリング

タワーの組立スペースが必要

となる。 

・単独で使用する場合、地盤

及び地形状況に注意が必要で

ある。  

・跨線部の側面の添架物の影

響、電車線とキ電線の位置の

影響を受ける。 

・跨線橋の交通規制が必要と

なる。  

・橋梁点検車単独の工法で

は、無理があり工法の併用が

必要となる。 

・跨線橋の両側までの進入路

が必要となる。片側の場合

は、他の工法との併用が必要

である。 

備備  考考  

 点検時の安全管理として、梯子の

設置条件は桁下高が 5.0ｍ未満で、

設置角度は75°以下とする。 

 

 線路から(枠組足場高＋5.0

ｍ)離れた範囲が線路に近接

する工事となる（図参照）。 

 作業床高は、現在のところ

9.3ｍ(1 段の高さが 1.83ｍで

6 段)までとなっている。 

 点検作業面から桁下までの

高さ(空間)が 5.0ｍ以上必要

である。 

 点検作業面(地上)から桁下

までの高さが 5.0ｍ以上必要

である。 

 
跨跨線線橋橋のの点点検検方方法法ににつついいてて（（そそのの２２）） 

 軌軌    陸陸    車車  吊吊  足足  場場  工工  
（（  新新  工工  法法  ））  

高高所所型型ポポーールルカカメメララ  

（（  新新  工工  法法  ））  

橋橋梁梁点点検検用用下下フフラランンジジ把把持持式式  

（（  新新  工工  法法  ））  

ワワイイヤヤ吊吊下下型型目目視視点点検検ロロボボッットト  

点点  検検  状状  況況  

  

    

＜カメラのサイズ＞ 

幅：633mm、奥行：594mm 

高さ：289mm  
  

点点  検検  概概  要要  

  

  

 軌陸車は線路上に移動でき

るため、軌道敷の上部工を近

接目視点検が可能な工法であ

る。 

 橋梁桁下に、単管パイプ、足

場チェーン、板張り防護工等

で吊り足場を設置して点検を

行う工法である。 

橋面から点検が困難な場合、

桁下に設置した高所型ユニッ

トにカメラを取り付けて点検

を行う工法である。 

 主桁間の下フランジに走行

ユニットを配置し、主桁間を

連結するカーボンレール上に

設置したカメラを移動させて

点検を行う工法である。 

 主桁間の橋軸方向に 2 本の

ワイヤを設置して、ワイヤ架

設式移動式ロボットにてカメ

ラ撮影を取り入れて行う工法

である。 

点点  

検検  

工工  

法法  

のの  

特特  

長長 

メメ

リリ

ッッ

トト            

・点検対象橋梁付近に軌陸車

が通行可能な踏切等があれ

ば、時間的ロスを低減でき、広

範囲の点検が可能な工法であ

る。 

 

 

 

 

・他工法を採用できない場合

に、採用される工法である。 

・吊足場工の設置・撤去が 1

回で済み点検作業の効率化が

図れる。 

・ポールカメラによる点検

は、軽量でコンパクトに収納

できるため運搬・移動が容易

である。 

・下フランジ上の走行により
径間方向を、カーボンレール
上の走行により幅員方向の点
検が可能である。 
・橋梁形式として、鋼鈑桁形
式の床版等の点検に対応が可
能な工法である。 
・橋長の短い橋梁は、添接箇
所が 1 箇所程度で作業性に優
れている工法である。 

・橋梁形式として、鋼鈑桁形式
の床版の点検に対応が可能で
ある。 
・ワイヤが設置されていれば、
点検作業の迅速化、経済性に
優れた工法である。今後の点
検を考慮して、補修工事等に
設置しておくと便利な工法で
ある。 

デデ

メメ

リリ

ッッ

トト  

・軌陸車の進入用道路が確保さ

れ、待機スペースが必要である。 

・軌陸車は、軌道中心からの点検

範囲が限定され他工法との併用

が必要となる。 

・点検時において、軌陸車が故障

した実績があり、使用を制限して

いる鉄道会社もある。 

・吊足場工の資材運搬用の道

路が必要となる。 

・吊足場工の使用機関が短

く、設置費及び撤去費が割高

となる。 

 

・近接目視による叩き落とし

点検ができないため、ポール

カメラでうき等が確認された

場合、他の点検工法で叩き落

としが必要となる。 

・下フランジ上の走行ユニッ

トの移動に対して、垂直補剛

材の設置、添接板・添接ボル

トの段差の影響が問題とな

る。 

・近接目視による叩き落とし

点検ができないため、確認後

に他の工法で叩き落としが必

要となる。 

・跨線橋の橋軸方向にワイヤ

を設置するため、既設橋には

難しい場合がある。 

・近接目視による叩き落とし

点検ができないため、確認後

に他の工法で叩き落としが必

要となる。 

備備  考考  

 軌道からの高さが 10.0ｍの

場合、上部工に近接可能な範

囲は 15.0～18.0ｍ程度となっ

ている。移動時の軌陸車の速

度は 30km/h 程度とされてい

る。 

 桁下空間として、維持管理

用の足場工の設置スペースと

して 60cm 程度確保して施工

されている場合が多い。 

 最大 10.5m 伸長可能なポー

ルに取付けたカメラで地上か

ら橋梁点検を行う工法であ

る。桁下高が 10.0ｍ以下の橋

梁に最適とされている。 

・下フランジに設置する工法

であり、橋種として鋼鈑桁等

に限定される。 

・2 本のワイヤを固定できる設備と
して、C 型クランプを各々 2 箇所に
設置する。 
・本体 15kg に耐えられるワイヤと
して、直径3mm以上の規格のワイヤ
を懸架する。 
・ワイヤ張力を100kgで緊張する。 

 注）新工法として、下フランジの両側に車輪支持アームを取り付けた橋梁点検ロボット(川田工業（㈱）が申請中である。（2019 年 8月現在） 
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５５．．特特別別寄寄稿稿  

橋梁メンテナンスの将来への期待 

 

 

一般財団法人 さいたま住宅検査センター理事長 

埼玉大学客員教授、元埼玉県副知事 

埼玉橋梁メンテナンス研究会 顧 問   岩
いわ

﨑
さき

 康夫
やすお

 

 

近年、公共インフラの整備・改善の事業を取り巻く社会環境は大きく変化している。埼玉県内にお

いても台風や大雨など異常ともいえる気象現象が頻繁に発生し、多くの被害がもたらされている。こ

のような状況において、安全で安心できる県土の構築が求められており、災害への備えとして河川や

道路など、公共インフラの早期整備・改善が喫緊の課題となっている。

一方で、少子高齢化・人口減少が進行しており、若い県と言われた本県においても２０１５年７２

６．６万人(国勢調査人口)が、１５年後の２０３５年には６８９万人に減少すると予測されており、生

産年齢人口の減少等に伴う税収減、医療・介護・福祉の社会保障費の支出増大などに起因する財源不

足による活力の低下も課題となっている。

このため、公共インフラの整備・改善を行うためには、今後の人口減少に適合した「まちづくり」と

の連携が重要となる。今後の「まちづくり」は、コンパクトシティがキーワードとなる。将来人口に見

合う土地利用計画の見直しの中で、居住を誘導すべきエリアの選定、都市機能の配置・誘導、そして

合理的な土地利用を行うための公共インフラ等の再編が不可欠になる。

現在、県内市町村でこれらの「コンパクト＋ネットワーク」を目指す「立地適正化計画」の策定作業

が行われており、約4分の１の市町村で策定済みとなっている。また、特に土地利用を支える道路は、

主に昭和30年代から多くの都市計画道路の決定がされ、道路ネットワークが計画されているが、その

整備率は約６割程度となっている。このため、近年において、土地利用の規模に適合した、いわゆる

身の丈に合った道路網整備の観点から、都市計画道路の一斉見直しをこれまでに過去２回実施したが、

今後も土地利用の動向等社会情勢の変化に対応した見直しが適時必要となる。

公共施設は、これまで「つくる」、「つかう」、「たもつ」の 3つの視点から適切に整備及び維持管理

が行われてきたが、今後とも同様に配意しなければならないものと思慮される。特に、橋梁やトンネ
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ル等土木構造物は、国や地方公共団体において、高度経済成長期にその多くが整備され、老朽化によ

る更新期を順次迎えることになる。

これらの構造物の適正な維持管理には、高度な技術や多額の財源を必要とするため、人口減少時代

においてその影響は大きなものとなる。近年、アセットマネジメントの視点から橋梁の予防保全対策

による構造物の長寿命化を図り、限りある資産の有効活用にもつなげてきた。しかし今後、より工事

期間の短縮や工事費の縮減など効率的・効果的な維持管理を行うことは必須であり、新材料や新工法

の創出に向けた技術の確立が必要不可欠となる。

また、近年の技術系公務員の減少等に伴い、職員の技術力の保持に課題がある。県では、かねてよ

り橋梁等技術者の育成について、エキスパートまたは、オールラウンダーの育成について議論があっ

たが、県行政全般に精通するという公務員の役割上、本来のエキスパートの育成が難しかった。

さらに市町村では、元々技術者が少なく橋梁等の専門的な技術を必要とする公共インフラの維持管

理には、課題があり、技術者の養成、技術力の保持が急務となっていた。

このような状況の中、県内の道路橋の維持補修について、保全施策や技術の検討研究を行い、保全

の効率化に貢献することを目的として、学・官・民による「埼玉橋梁メンテナンス研究会」が発足し

た。

これまでに、研修会など種々の活動を通じて多くの方が参加し、様々な議論も交わされてきた。今

後、これらの活動の広がりを基に検討内容の深度化によって、県、市町村それぞれにおいて技術職員

の養成が図られるとともに、効率的・効果的な新しい技術の確立などがなされるよう成果を期待した

い。 
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一般社団法人埼玉建設コンサルタント技術研修協会 

会長 安田
やすだ

 陽 一
よういち

 

 

 2018 年に埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター、ものつくり大学、国土交通

省大宮国道事務所（オブザーバー）、埼玉県、さいたま市、埼玉県建設コンサルタント技術

研修協会を構成メンバーとして埼玉橋梁メンテナンス研究会が設立され、まもなく（2021年

3月末で）設立から 3年が過ぎようとしています。 

この間に橋梁メンテンナンスに携わる県内の自治体職員および民間技術者や橋梁メンテ

ンナンスに興味のある学生を対象とした研修会の開催や、今後より有効かつ効果的な橋梁

の維持管理を実施していくために、「橋梁更新の着眼点」や「橋梁の点検・診断」をテーマ

にした研究を行ってまいりました。 

設立から 3 年間の研究活動の成果を広く知って頂くとともに、より充実した研究会にな

るように願いをこめてこの 3 年間の活動を報告書にまとめました。この報告書をお手に取

られた皆様には、今後の研究会へのご意見や要望等を頂ければ幸いです。 

埼玉建設コンサルタント技術研修協会としましては、「埼玉の橋梁メンテンナンスは県内

技術者で」の思いから、県内橋梁メンテンナンス技術者の質および量を充実させるための努

力をこれからもしてまいります。 

そして埼玉橋梁メンテナンス研究会においては、実際に橋梁の点検業務や補修設計に携

わる関係者としての立場から、現状の課題や改善策等について研究会メンバーで議論・検

討・研究し、その結果として埼玉の橋梁メンテンナンスがより良い形になっていく事に貢献

していくことを願っております。 

研究会メンバーの皆様には、研究会活動に際し本来の業務が大変お忙しいところ、学・官・

産のそれぞれの立場から参加をいただき、また「活動報告書」をまとめられましたことに敬

意と感謝を申し上げます。 

最後に本研究会活動を行うに当たって、一般財団法人 上田記念財団の支援を受けまし

た。ここに記して謝意を表します。 
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